
長野市監査委員告示第14号 

 

地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき、長野市長から措置を講じ

た旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

平成23年６月28日 

長野市監査委員    増 山 幸 一 

同           高 波 謙 二 

同      小 林 義 直 

同           小 林 紀美子 

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

Ⅳ 市の契約に関する問題点（総論） 

５．再委託に関する手続き 

(1）再委託に関する契約書の記載に関する問題 

（報告書 29 ページ）

 （結果） 

再委託に関しては多くの契約書で原則禁止してい

る。この中には一括再委託と仕様書において指定し

た主たる部分の再委託については承認の対象になら

ないように規定しているもの（つまり必ず受託者自

らが業務を行うことを定めているもの）と、あらか

じめ承認を受けた時は再委託を認めると規定してい

るものがある。  

これらの規定の趣旨は、発注者は委託先を信頼し

て発注するにもかかわらず委託者が自由に再委託を

行えるとすると、発注者の信頼に反して業務の質の

低下や責任の所在の不明確化を招いたり、直接の業

務指示や検査確認が困難になる恐れがあるから、こ

れを防ぐためであると考えられる。また、随意契約

の場合の再委託については、その業者でなければ業

務の達成が不可能との理由で当該業者と契約するわ

けであるから、委託先が主要な業務を再委託する（出

来る）ことは、そもそも随意契約理由に矛盾（主要

な業務を再委託できるのであれば随意契約でなく競

争入札が可能となる可能性がある）することにもな

るのである。  

以上から、一括再委託はもとより、仕様書におい

て指定した主たる部分の再委託についても原則とし

て再委託の承認の対象から除く旨を明示した契約書

の記載に統一すべきである。 

 

６．担当課による契約 

(1）公益法人を相手方とするもの （報告書30ページ）

 （結果） 

従来は担当課で直接契約できる委託契約として

「公益法人を相手方とするもの」が含まれていたが、

事務決裁規程別表2 の改定により、平成21年４月１

日以降の契約分について公益法人を相手方とするも

のは担当課で直接契約できる委託契約から除かれて

いる。しかし、以下の契約については担当課で直接

契約がなされていた。契約課で契約する必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託に関する契約書の記載に関す

る問題については、契約書の様式は様々

であるが、契約課が作成している業務委

託の契約書には（一括再委託の禁止）と

して一括再委託と仕様書において指定

した主たる部分の再委託については禁

止している。その上で、業務の一部を再

委託する場合は承諾を得なければなら

ないと規定しているので、禁止した部分

については再委託の対象とはならない

と判断していたが、ご指摘について、よ

り明確に表現することを検討していく。

また、各担当課が作成する様式にも

（一括再委託の禁止）について記載する

ことを庁内に周知・徹底することで改善

を図った。 

（契約課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益法人を相手方とする契約につい

ては、事務決裁規程別表 2の改正につい

ての周知・徹底が不足していたことが原

因であったため、平成 23 年度予算執行

方針説明会（平成 23 年 4 月 13 日開催）

において説明し、契約課契約とするよう

改めて注意喚起をすることで改善を図

った。 

（契約課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）               （続き）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９．予定価格と積算 
(5）物品の入札における予定価格調書の記載  

（報告書42ページ）
 （結果） 

予定価格は、平成元２.10 蔵計第196 号「消費税
導入後の政府調達に係る入札について」に「予定価
格は、予算決算及び会計令第80 条第２項の規定に従
い、消費税分を考慮して適正に算定すること。」と
記載されているように消費税相当額を含んだ金額で
ある。  

しかし、消費税導入当時、消費税込みの総額で入
札する方法では、消費税分がめり込んでしまい、転
嫁が十分に行われないのではないかという不安を持
つ業者が多く、消費税抜き価格相当額で競争し、入
札書に記載された金額に消費税率相当額を上乗せす
る等の方法により入札を実施することとされた。  

このため、本来の予定価格は消費税込の金額であ
るが、入札に際しての予定価格は消費税を除いた金
額を記載する方法がとられている。市の「契約の手
引き」では、「予定価格調書の予定価格は消費税を
除いた金額を記載する。また、入札者も、見積もっ
た総価の105 分の100 に相当する金額を記載する。」
と記載している。  

委託や工事の場合の予定価格調書の予定価格欄に
は「予定価格の100／105 の額」と明記してあるが、
物品の入札に用いる予定価格調書では、何の注書き
もないまま予定価格の欄が「予定価格の100／105 の
額」の意味で使われている。物品の入札に用いる予
定価格調書にだけ注書をしない理由は全くなく、無
用な誤解を招かないために、物品の予定価格調書の
予定価格欄においても、委託や工事の場合と同様に
「予定価格の100／105の額」と明記した上で消費税
抜き金額を記載する形に改めるべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物品の入札における予定価格調書の

記載については、従来からの様式の見直

しをせず、慣行として使用していたこと

が原因であったため、無用な誤解を招か

ないために、物品の予定価格調書の予定

価格欄においても、委託や工事の場合と

同様に「予定価格の 100／105 の額」と

明記した上で消費税抜き金額を記載す

ることで改善を図った。 

（4月 28 日付 様式修正済） 
（契約課）

 

契約名 平成21年度長野市山村留学事務委託
担当課 学校教育課
相手方 財団法人　育てる会
契約名 戸隠森林植物園森林学習館機器メンテナンス業務委託
担当課 戸隠支所
相手方 社団法人　全国林業改良普及協会
契約名 長野駅善光寺口整備計画検討調査業務委託
担当課 都市計画課
相手方 社団法人　日本交通計画協会
契約名 長野市在宅当番医制事業委託協定
担当課 保健所総務課
相手方 社団法人　更級医師会
契約名 長野市企業誘致パンフレット等企画作成及び送付業務委託
担当課 産業政策課
相手方 財団法人　長野経済研究所
契約名 平成21年度石家庄市語学研修生受入れに伴う語学研修業務委託

担当課 秘書課
相手方 財団法人　長野県情報技術振興財団 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 
 
10．入札における公平性・競争性の確保に関する問題 
(1）１者入札の場合の取扱いの不整合  

（報告書 43 ページ）
 （結果） 

契約課では条件付き一般指名競争入札において入
札参加者が 1 者のみの場合は入札を中止している。
これは入札参加者が１者の場合は競争性が確保でき
ないと判断しているからである。  

一方、指名競争入札の場合には入札参加者が 1 者
になっても入札を実施している。入札参加者は開札
時点まで入札参加者が自分ひとりであるとは認識で
きないので、その意味で競争性が確保されているか
らという理由である。  

一般競争入札は、広く公告をして入札希望者を募
集するもので、一般競争入札において入札者は、当
初は他に入札者があるかどうかを知るよしもなく、
通常他にも入札者があるであろうと予想し、これと
競争する意思をもって入札に参加していると考えら
れるので、たとえ 1 人だけの入札でも入札に必要な
競争性は失われていないといえるはずである。  

にもかかわらず、条件付き一般競争入札の場合に
入札参加者が１者の場合は競争性が確保できないと
して入札を中止しながら、一般競争入札に比べ競争
性が劣る指名競争入札においては入札参加者が１者
の場合でも競争性が確保されているとして入札を実
施するのは理論的に矛盾している。整合性のある扱
いに変更する必要がある。 

 
(2）例外的処理で競争入札から随意契約に移行した問
題              （報告書43ページ）
 （結果） 

条件付き一般競争入札で入札参加者が１者のとき
に入札を中止することとしている。これは１者入札
では競争性が確保できないと判断しているからであ
る。ところが、競争性を確保するために競争入札を
中止したにもかかわらず、再度入札公告を行わずに、
入札参加者とそのまま随意契約に移行している例が
ある。競争入札を中止した結果、その時点で再度競
争入札を行う時間的余裕がなくなった結果、随意契
約にせざるを得なくなったケースとのことである。 

本件のように時間的余裕がない状況になってしま
った場合の条件付き競争入札では、「入札参加者が
１者の時は入札を中止する」旨を記載しない方がよ
いと考える。一般競争入札において１者入札でも競
争性は確保されていると考えられ、時間的余裕がな
いことを理由に随意契約に移行させることに比べれ
ば、１者でも入札を実行するほうが競争性を確保で
きるはずである。随意契約の場合は、業者は原則と 

 
 
 
 
 
１者入札の場合の取扱の不整合につい

ては、平成 21 年 12 月に工事入札について

のみ、会場入札に変わる期間入札を採用し

た時点から、条件付き一般指名競争入札に

おいて入札参加者が 1 者のみの場合であ

っても入札を執行している。これは、入札

参加者は開札時点まで入札参加者が自分

ひとりであるとは認識できないので、競争

性が確保されているからという理由であ

る。 
 物品及び業務委託契約については、条

件付き一般指名競争入札において入札

参加者が１者のみの場合は入札を中止

しているが、ご指摘のとおり、１者のみ

参加の入札であっても競争性が確保で

きること、また、物品及び業務委託契約

に係る指名競争入札との整合性及び工

事入札との整合性を図る必要があるこ

とから、入札参加者が１者であっても入

札を実施することで改善を図っていく。
（契約課）

 
 
 
 
 
例外的処理で競争入札から随意契約

に移行した問題については、（1）の指摘

事項で、入札参加者が 1 者であっても入

札を実施することで改善を図っており、

ご意見のとおり「入札参加者が 1 者の時

は入札を中止する」旨を記載しないこと

とする。 

 従って時間がないとの理由で競争入

札から随意契約に移行することはしな

いことで改善を図った。 
（契約課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

して他に競争者が存在しないと認識しているはず

であり競争性の確保が困難になる。 

 

11．随意契約 

(2）有利な価格の確保 

③ 合い見積もりを実施していない問題  

（報告書49ページ）

 （結果） 

契約規則では、随意契約を締結する場合には２

人以上の者から見積書を徴するもの（原則）とす

ると規定したうえで、１人の者から見積書を徴す

ることができる場合（例外）について規定してい

る。しかし監査人が確認したところ、契約課の担

当する随意契約はすべてが１者随意契約であっ

た。  

随意契約の理由を突き詰めていけば、他では不

適当だからということで随意契約しているはずで

あり、そうであるならば２人以上から見積もりを

徴することは、随意契約を選択した理由と矛盾す

ると考えているようである。実際にそのような状

況であるのであれば問題はないのかもしれない

が、市の随意契約理由を個別に検討していくと、

随意契約理由が拡大解釈され濫用されていると考

えられる例がある。このような場合、もちろん随

意契約にすること自体が妥当でないと考えられる

のであるが、これに加え随意契約にした事実に目

を奪われ、いわば自動的に１者随意契約にしてい

ることは問題である。  

随意契約の場合は、特定の相手方を任意に選定

してその者と契約を締結するものなので、結果と

して不当な価格となるおそれがある。このような

随意契約において２人以上の者から見積書を徴す

ることは、市が適正かつ有利に契約するために必

要であり、可能な限り 2 人以上の者から見積書を

徴するべきである。すべての契約が１者随意契約

になっている結果は、理由のいかんにかかわらず

初から２人以上の者から見積書を徴することを

考えていない可能性があり、規則の規定の趣旨を

没していると言わざるを得ない。可能な限り２人

以上の者から見積書を徴する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有利な価格の確保（合い見積もりを実

施していない問題）については、契約課

の担当する随意契約の中で 1 者随意契

約であるのは、随意契約理由が地方自治

法施行令第 167 条の２の１項２号～９

号及び長野市契約規則第 31 条１項２号

に該当する契約である場合のみである。

（担当課が実施する随意契約も同様。以

下特命随意契約という。） 

上記以外の一般的に随意契約といわ

れる、地方自治法施行令第 167 条の２の

１項１号別表第５に定めるもので、契約

課が契約する随意契約は 130 万円まで

の印刷及び１万円を超え 80 万円までの

物品購入であるが、これについては長野

市契約規則第 31 条に基づき公開見積も

りを実施し、複数の者から見積もりを徴

している。（特命随意契約は除く。） 

市の随意契約理由を個別に検討して

いくと、随意契約理由が拡大解釈され濫

用されていると考えられる例があると

のご指摘については、発注課からの随意

契約理由書に疑義があれば、事情聴取を

行い、止むを得ない事情である場合のみ

特命随意契約を認めている。また、その

場合でも他の事業者が受注できるかの

可能性を探るために、公表して応札希望

者を募る場合もあり、できる限り公平

性、透明性、競争性の向上を図っている。

従って、 初から２人以上の者から見

積書を徴することを考えていないとい

うことでは決してないということは御

理解いただき、その上で、御意見のとお

り、より契約の公平性、透明性、競争性

の向上に努めることで改善を図ってい

く。 
（契約課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

 

(3）本体工事に関連する工事 

① 合冊入札方式の適用 

（報告書 51 ページ）

 （結果） 

市では、「長野市建設工事に係る合冊入札方式

に関する試行基準」を平成16年12月１日から施行

している。しかし、対象案件が、上下水道局の工

事のうち設計金額が3千万円以上で発注する工事

及び当該工事と「合冊入札方式」が可能な工事で、

長野市請負工事審査委員会が別に指定したものに

限られているため、依然として多くの工事が随意

契約で行われている。試行基準は試行当初の状況

を反映したものであり、現状では試行開始から時

間も経過しており、この試行基準では肝心の市長

部局と地方公営企業との合冊入札に対応できない

場合が多いと考えられる。試行基準を要領等にす

るとともに、現状のように範囲を限定せず、重要

性の小さい一定の場合を除き、原則実施の形に改

めるべきである。 

随意契約の方式は競争入札に比較して透明性、

公平性、競争性で劣っており、経済性の観点から

大きな問題を有している。随意契約は真にやむを

得ない場合にのみ行われるべきであり、合冊入札

方式を採用することにより競争入札の対象に出来

る工事については原則として合冊入札方式による

べきである。 

監査人が監査の過程で把握した平成21年度の随

意契約による工事の内、合冊入札方式により競争

入札の対象とすべきと判断する工事は以下のとお

りである。これらの工事に合冊入札方式を適用せ

ず、随意契約で行ったことによる経済的損失を試

算するために本体工事の落札率を予定価格に乗じ

て試算した金額と実際の契約金額を比較すると以

下のとおりである。試算では合冊入札方式を適用

せず、随意契約を行ったことによる経済的損失は

26,145,737円と試算された。 

 

（工事表省略） 

 

 

 

 

 

 

 

本体工事に関する工事（合冊入札方式

の適用）については、御指摘のとおり、

現状では上下水道局の工事のみを合冊

入札方式の対象としている。 
現在、他都市の状況を調査していると

ころであり、市長部局と地方公営企業と

の発注機関の異なる合冊入札方式の導

入等について、先進事例を参考に試行基

準の見直しを含めて検討していく。 
（契約課）

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 
 
(4）随意契約の手続きに関する問題  

（報告書53ページ）
 （結果） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項８号では、
競争入札から随意契約に移行できる場合を規定して
おり、競争入札に付しても入札者いないとき、又は
再度の入札をしても落札者がないときに随意契約に
よることができるとしている。にもかかわらず、再
度入札を実施していないのに随意契約に移行してい
る例がある。地方自治法施行令に合致した手続きを
行う必要がある。また、「長野市建設工事等競争入
札心得」によると、競争入札から随意契約に移行し
た場合の見積もりは１回とすると規定されている
が、２回実施している例がある。 

 
 
Ⅴ 市の契約に関する問題点（各論） 
１．総務部情報政策課 
（1）基幹システム管理支援業務委託 
○標準単価に比べて割高な単価による積算  

（報告書 57 ページ）
 （結果） 

上記に記載した業務委託仕様書から判断すると、
実施している業務の内容は一般に実施されている情
報システムの管理運用支援業務であると理解され
る。しかし、積算は特定業者の見積単価を用いて行
われている。メーカー独自の技術を使っているため
メーカーと随意契約するのが適切なのは理解できる
のであるが、それは随意契約をする理由であって、
メーカーが実施するシステム管理支援業務自体は、
本件がメーカー独自の技術で開発されたシステムに
対する管理支援業務であることを理解しても格別高
度な専門性を有する特殊なものではないと思われ
る。もちろん、特殊な技術やノウハウが必要になる
ことはあるかもしれないが、その業務内容は一般に
実施されている情報システムの管理支援業務と同等
のものであると理解できる。これらの業務について
は、特殊な技術やノウハウが必要になるとしても、
業者の見積単価をそのまま使用するのではなく、市
販の積算参考資料等に掲載されている標準単価を参
考にして、そこに特殊性を加味するなどして単価を
市の主導で算定すべきである。  

本件の業務内容はシステム管理者１に該当すると
思われるので、市販の積算資料の単価を用いて業者
見積単価で積算していることによる過大金額を試算
する。以下のとおりとなる。 

 
 
 
 
 

随意契約の手続きに関する問題につ

いては、契約規則及び契約の手引きにつ

いての周知・徹底が不足していたことが

原因であったため、平成 23 年度予算執

行方針説明会（平成23年 4月 13日開催）

において説明し、入札手順を確認して執

行するよう、改めて注意喚起をすること

で改善を図った。 

（契約課）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 積算単価を市販の積算参考資料等に

掲載されている単価を元に算定し平成

23 年度の契約をした。 

 平成 23 年度の積算単価については、

財団法人経済調査会の月刊積算資料３

月号の「システム管理技術者２」の札幌

市及び名古屋市の単価（以下「標準単価」

という）を基準とし、これに技術力を評

価することになるが、一般に企業規模が

大きいほうが技術力があると考えられ

ることから、企業規模を考慮して算出し

た。 

 算出方法は、公表されている企業規模

別の価格資料として同調査会経済調査

研究所の研究レポート「ソフトウェア開

発データリポジトリの分析（平成 22 年

7 月）」175 ページにある「11.4 開発技

術者数別開発工数あたりの開発価格（全

開発事例）」が入手可能であり、この価

格データを用いて標準単価から委託業

者の企業規模「技術者数 1000 人以上」

の単価を比準した。 
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平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 
（続き）

（注１） 単価の前提となるシステム管理業務の
内容等 

 システム管理業務とは、クライアントサーバシ
ステムにおいて、システムの運用環境を確保する
とともに、必要に応じて技術的なサポートを行う
業務。業務範囲は広く、各種資源の設定や情報の
更新、環境の監視と障害対応、ヘルプサービス的
な業務など、多岐にわたっている。 
 単価の前提となるＯＳはＷindowsである。しか
し本件の基幹システムはＷindowsではなく、業者
独自開発のホストシステムである。したがって標
準単価をそのまま用いることはできないが、類似
業務との比較として試算した。 
 なお、業務に必要なハードウェアやソフトウェ
ア、ライセンス、マニュアル、通信料などは発注
者の負担を前提としている。 
（注２）単価の前提となるシステム管理者１の役
割 
 サーバやネットワーク環境の設定を行い、シス
テムの管理を行う。 
 
札幌の金額を使用した場合の過大金額 2,143千
円  
名古屋の金額を使用した場合の過大金額 1,663 千
円 

 
(2）インターネット放送局番組制作委託 
 （結果） 
○仕様書と整合しない積算   （報告書59ページ）

  ディレクターの単価については情報政策課の積
算で使用しているソフト開発等における SE 単価
を、WEB 管理者及びリポータの単価については、同
プログラマーの単価を使用して積算しているが、業
務内容と関連の薄い単価による積算となっている 
担当課の説明では、愛テレビながので放送してい

るコンテンツは「動画」であり、内容について一般
のテレビ放送でも放送できるレベルのクオリティ－
を求めていたが、委託先の業者はそこまでは考えて
いなかったため、市の積算金額が当初の業者見積の
金額より過大になったとのことである。 

実際の番組制作は月々会議で決定され、委託先は
市の要求どおりの番組を制作しているため、過大な
委託料ではないとのことである。 

業務委託仕様書では、「管理責任者」と「番組制
作職員」が「甲の指示に基づき番組制作を行うこと」
として具体的な員数を明示しておらず曖昧になって 

 
 

標準単価は、平均値や中央値を元にして

いると記載されていることから 

○平均値からの比準単価＝ 

標準単価×(1000 人以上企業の平均開

発価格／平均開発価格) 

＝75.0(札幌市)×(130.3／101.5)＝

96.28 万円 

＝74.9(名古屋市)×(130.3／101.5)＝

96.15 万円 

○中央値からの比準単価＝ 

標準単価×(1000 人以上企業の開発価

格中央値／全体の開発価格中央値) 

＝75.0(札幌市)×(133.3／101.3)＝

98.69 万円 

＝74.9(名古屋市)×(133.3／101.3)＝

98.56 万円 

となり、 安値である 96 万 1,500 円を

比準単価とした。 

 これと業者見積単価を比較し、安価で

ある業者見積単価の 93 万 1,600 円を積

算単価とした。 

（情報政策課）
 
 
 
 
 

業務委託仕様書については、平成 24

年度からの委託契約を行う際の業務委

託仕様書上に、ディレクター、リポータ

ー等、業務に必要な具体的職種ごとに必

要員数を明記する。 

積算書については、平成 24 年度から

の委託契約を行う際の積算書において、

仕様書に明記する具体的職種ごとに員

数を明記したうえで積算を行う。 

サーバレンタル料については、テレビ

信州が自主事業で制作する番組と長野

市が委託して制作する番組の、サーバ使

用比率により按分することとし、長野市

委託分が 80％、テレビ信州の自主事業 

分が 20％として設定している。 
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いる。他方積算においては具体的な職種と員数を明
示しており、仕様書と不整合になっており、積算内
容は実態に合致しないものになっている。積算は仕
様書、実態に関連付けて行う必要がある。 

また、サーバレンタル料は、自主製作の部分と兼
用しているが、総額の 10/12 計上している。長野市
が利用する部分と自主製作で使用する部分があるの
で按分基準を設け積算すべきである(なお 22 年度分
に係るサーバレンタル料は全額長野市負担になって
しまっている)。この点についても実態にあった積算
をすべきである。 
 
 
 
(3）長野市フルネットセンターインターネットシステ

ム運用管理等業務委託 
（報告書 62 ページ）

 （結果） 
システム障害対応のために市が負担すべき金額が

把握されていないまま契約が行われている。  
市が負担すべき金額は、①365 日・24 時間のシス

テム障害対応のための体制を維持するために業者が
特別に要している費用を、②当該業者に365 日・24
時間のシステム障害対応を委託している依頼者数の
合計で除した金額になると考えられる。したがって
業者に①と②を確認して①÷②の金額を算定するこ
とが必要である。  

その結果、上記の試算金額を大きく超過している

場合は契約金額の引き下げの交渉を行うべきであ

る。 
 
２．総務部庶務課 

(1) 庁舎構内電話交換設備保守点検業務委託 

（結果１） 

○仕様書と整合しない積算  

（報告書63ページ）

本件の積算書は表1のように月単価の形式で作成

されてるが、仕様書の点検実施期間（点検の周期）

は表2のよう、１年、６ヵ月、随時となっており、積

算書が仕様書と一致していない。仕様書を正しく作

成し、これに基づいて積算を行う必要がある。  

また、積算単価の根拠資料が保管されていない。

単価の根拠を資料として残すべきである。  

 

 
 

サーバに保存する放送番組の制作実

績は、平成 21 年度総制作番組数 406 本

のうち長野市委託分は、279 本、全体に

おける委託分の割合は、約 68％であり、

平成 22 年度総制作番組数 380 本のうち

長野市委託分は、275 本、全体における

委託分の割合は、約 72％である。 

これらの実績及び平成 23 年度の番組

制作数を考慮し、平成 24 年度契約にお

けるサーバレンタル料の積算に反映す

る。 

（広報広聴課）

 
 
 
 

インターネットシステムの 365 日・

24 時間のシステム障害対応のための保

守体制維持費用は、7,920,000 円である。

その体制維持のために業者が用意す

る体制は、業者に確認したところ、長野

市専任で１人とのことであり、他の依頼

者の保守を併せて行っていない。 
し た が っ て 、 ① 体 制 維 持 費 用

7,920,000 円÷②依頼者（長野市）数１

＝7,920,000 円として算定されるので、

契約金額の引き下げ交渉は行わない。 
           （情報政策課）

 
 

 

委託料の積算については、根拠として

いる単価が主な設備の月額料金となっ

ているため月単価形式としている。仕様

書はその主な設備を構成する付帯装置

の点検に必要な期間を示しているため、

積算書と一致していない。 

契約は、長期継続契約のため、次回の

契約から、仕様書を設備ごとの保守を月

単位で作成し、単価根拠としている保守

月額料と一致した積算書を作成するよ

う改善を図る。  
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（結果２） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算  

（報告書63ページ）

報告書では毎月２人で２日の点検を行っていると

されている。なお仕様書において随時点検となって

いる部分についてもこの点検の中で行われている。

また、緊急対応の回数は実際にはほとんどないとの

ことである。この実績をもとに、予定価格から単価

を算出すると１日１人76,666円（実際の契約額で計

算すると74,750円）と算定される。市販の積算資料

からシステム管理技術者１と２の平均値（札幌と名

古屋）を用いて試算すると以下のようになる。なお

本件の上記の契約金額1,794,000円は6ヵ月間の金額

である。  

 

札幌を使用した場合の過大金額  

1,794,000円－（34,850円×2人×2日×6ヵ月）＝

957千円  

名古屋を使用した場合の過大金額  
1,794,000 円－（37,050 円×2 人×2 日×6 ヵ月）

＝904千円  

 
機器の交換費用、部品代は別途精算であり、別

途諸経費も積算されていることを考慮すると積算
単価37,050円は標準単価に比べ高すぎると考えら
れる。今後は標準単価を基礎にして積算を行う必
要がある。 

 
(2）本庁舎警備業務委託 
 （結果） 
○業者の見積りどおりの積算  

（報告書 67 ページ）
業者の見積り金額ではなく、標準単価を使用して

積算すべきである。平成 22 年の入札に関する業者の
見積書における値上げの理由はいままで安い価格で
行ってきたためとされるが、落札金額は平成 20 年の
落札金額より低くなっている。特定の業者に入札の
予定価格決定の主導権を握られている格好であり、
契約の透明性を確保するために標準単価を基礎とす
る積算が必要である。 

 
 

積算根拠資料の未保管については、紛

失しないよう関連書類と共にフォルダ

に保管するように留意する。 
(庶務課)

 
 

積算単価については、電話交換設備保

守点検には一般的な標準単価はなく、そ

の製品や設備構成によっても変わって

くる。また、システム管理技術者につい

てはサーバ管理、ネットワーク管理が主

な業務であり電話設備の保守とは実情

に合わなく、その技術者料金を当てはめ

ることはできない。 

 今回市が導入した電話交換設備は、東

日本電信電話㈱製であり、当該事業者が

定めた月額保守料金は、国に申請し認可

されている料金であるため、その単価を

積算の根拠として採用していく。 
（庶務課）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本庁舎警備業務の積算については、根

拠となる一般的な単価を持たずに、事業

者の見積及びこれまでの実績等を参考

として算出してきたところである。 

 今回の指摘を受け、平成 24 年度から

の契約においては、財団法人経済調査会

発行の積算資料にある「建築保全業務労

務単価」に記載の警備員の単価と、これ

までの契約額等を考慮して積算するよ

う改善を図る。 
（庶務課）
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３．総務部危機管理防災課 

(1)長野市合併支所同報無線統合整備業務委託（シス

テム構築） 
（結果） 

○随意契約の手続きに関する問題 
（報告書69ページ）

地方自治法施行令第167条の２第１項８号では、
競争入札から随意契約によることができる場合を
規定しており、競争入札に付しても入札者がない
とき、又は再度の入札に付し落札者がないときに
随意契約によることができるとしている。  
本件の場合には入札者がいなかったわけではな

いので競争入札を行わずにこのまま随意契約に移
行することは出来ないはずである。  
にもかかわらず随意契約としたのは、競争入札

を中止した結果、その時点で再度競争入札を行う
時間的余裕がなくなったため、随意契約にせざる
を得なくなったためというのが市の物品等供給業
者審査会での随意契約とする理由である。「緊急
性」を有するので随意契約にしたということであ
るが、本件が地方自治法施行令第167条の２第１項
第５号に規定する随意契約が認められる場合の
「緊急の必要により競争入札に付することができ
ないとき」の「緊急」に該当するかどうか問題で
ある。  

ここでいう「緊急」とは、「災害時等に緊急の

必要があって、一般競争入札又は指名競争入札の

方法による手続きをとるときは、その時期を失し、

あるいは全く契約の目的を達することができなく

なり、行政上も経済上も甚だしく不利益を蒙るに

至る場合など」である（平成16年３月24日前橋地

裁判決）。したがって、「緊急」とは、業務の客

観的性質からの緊急性があって、本件の場合のよ

うに、事務処理が間に合わないという自治体担当

者内部の事務の遅延等により競争入札に付する期

間が確保できなくなったような主観的理由等では

原則として適用することはできない（財計第2017

号・平成18年８月25日付け「公共調達の適正化に

ついて」）。したがって、随意契約の理由として

妥当でなく問題である。このような事態を避け競

争性のある入札を可能とするために以下について

改善する必要がある。  

・契約後の業務執行までの準備期間を考慮し、時間

的余裕をもって入札時期を決定する。  

 

 

 

 

 

 

 
本件の随意契約の手続きに関する問題

については、ご指摘のとおり条件付き一
般競争入札で「入札参加者が１者の時は
入札を中止する」旨を記載してあり、入
札参加者が１者のみのため入札が中止
となり、再度競争入札を行う時間的余裕
がない状況から随意契約に移行された
ものである。 
今後は契約課と調整をしながら「入札

参加者が 1 者の時は入札を中止する」旨
を記載しないこととし、入札参加者が１
者でも入札を実施し、時間がないという
理由で随意契約に移行することはしな
いようにするとともに、業務執行までの
準備期間を考慮し、時間的余裕をもって
入札時期を決定できるような依頼をす
るよう改善を図っていく。 

（危機管理防災課）
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・本件のように時間的余裕がない状況になってしまっ

た場合の条件付き一般競争入札では、「入札参加者

が１者の時は入札を中止する」旨を記載しない方が

よいと考える。問題点・総論でも述べているように、

一般競争入札においては1者入札でも競争性は確保

されていると考えられる。時間的余裕がないことを

理由に随意契約に移行させることに比べれば、１者

でも入札を実行するほうが競争性を確保できるはず

である。なぜなら随意契約の場合、業者は原則とし

て他に競争者が存在しないと認識しているはずであ

り競争性が確保されなくなるからである。 

 

４．豊野支所 

(1) 豊野支所庁舎定期清掃業務委託 

（結果１） 

○共益費の負担の問題 

    （報告書70ページ）

豊野庁舎には平成17年より㈱八十二銀行豊野支

店が入居している。現在の豊野支所の各階平面図

は以下のとおりである。 

（図面省略） 

なお、具体的な庁舎の現況は以下のとおりであ

る。 
・ 1 階正面玄関…支所利用者も八十二銀行利用  

 者も基本的にこの玄関を通って庁内に入る  
・１階東側トイレ…八十二銀行内には客用及び行

員用のトイレが無く、銀行関係者は基本的にこ

のトイレを利用する  

・２階東側トイレ…1階トイレ同様  

・１階→2階間階段（東側）及びエレベーター…銀

行関係者が１、２階の行き来に利用している。 

この状況下で、長野市（豊野支所）では上記業

者（ブイファッション仙台㈱）に庁舎清掃業務を

委託しており、上記の共用部分４箇所の清掃費は

全額長野市が負担し行っている。  

建物の所有者である長野市が共用部分も含めて

清掃等の建物に関する維持管理を行うことは何ら

問題ではないが、このような場合はその便益を享

受する賃借人から適正な共益費を徴収するのが一

般的である。  

しかしながら、「平成 21 年度八十二銀行豊野支

店 共益費負担金協議資料（豊野支所庁舎維持管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記４項目（八十二銀行との共用部分

と指摘があった箇所）のうち、４つ目の

庁舎東側１階から２階階段については、

八十二銀行内に階段及びエレベーター

があるため、原則として銀行関係者は使

用していない。 

 しかし３項目については、指摘のとお

りと受け止め、23 年度からは応分の負

担を八十二銀行に求めていくこととし

た。 

 窓ガラス清掃分及び庁舎電気設備保

守等、建物管理に関する点検・管理に係

る委託料についても、23 年度からは応

分の負担を八十二銀行に求めていくこ

ととした。 

 なお上記について、23 年度分は 24 年

３月に八十二銀行へ請求することにな

るが、八十二銀行豊野支店側の担当者へ

もその旨を伝達し、承諾いただいている

ところである。 

 したがって、平成 23 年４月１日から

改善を図った。 

（豊野支所）
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費負担金計算書）」によると、当該業務委託契約

により長野市が負担している豊野支所庁舎定期清

掃作業委託料のうち、㈱八十二銀行が負担してい

るのは当該定期清掃作業委託料のうち、窓ガラス

清掃部分のみである。  

また、この庁舎は行政財産であるため、長野市

は㈱八十二銀行からその使用面積に基づいて計算

した行政財産使用料を徴収しているが、その使用

面積も上記平面図の網掛けされた専用部分のみで

計算されているため、共用部分のコストは全額長

野市が負担していることになる。  

その他にも、上記共益費負担金協議資料による

と、電気設備保守点検委託料（委託先：（財）中

部電気保安協会、契約額 390,000 円）、消防設備

保守点検委託料（委託先：信越電気防災㈱、契約

額 170,000 円）、ビル管理法管理業務委託料（委

託先：㈱サニクリーン甲信越、契約額 460,000 円）

について床面積割合（豊野支所：3,700.8 ㎡、㈱八

十二銀行 350.69 ㎡、合計建物面積 4,051.49 ㎡）

で共益費が算定されているが、これらの共益費も

共用部分を考慮すると長野市の負担過多であると

考えられる。  

したがって、これらの共用部分に関する清掃費

用その他の各種維持費を長野市が全額負担するこ

とは適切ではなく、実際の使用状況に基づいて共

用部分として便益を享受する㈱八十二銀行がその

一部を負担すべきである。 

 

 （結果２） 

○使用頻度の少ない部分の清掃について  

（報告書 72 ページ）

昨年度の包括外部監査において、豊野支所庁舎は

低利用財産として意見が付されている。具体的には

庁舎２階及び３階は以下のような使用状況である。 

・２階庁議室…支所運営会議が月１回程度開催  

・２階応接室１・２…基本的に未利用  

・２階和室、会議室…夜間会議が月２回程度開催  

・３階旧議員控室…倉庫として利用  

・３階旧議会事務局、旧正副議長室…かがやき教室

（豊野中学校） 

・３階大会議室…支所会議で利用  
また、平成 22 年度においては、21 年度に増してそ

の清掃頻度が上がった部屋がある。以下のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 年度から 22年度にかけて清掃頻度

が上がったと指摘があった部分につい

て、22 年度と比較し、23 年度の清掃頻

度は次のとおりとなっている。 

・２階庁議室  週１回 → 月２回 

・２～３階階段 毎 日 → 週１回 

・３階大会議室 週１回 → 月２回 

・３階ラウンジ 週１回 → 週１回 

・３階廊下   週１回 → 週１回 

21 年度と 23 年度を比較すると次のとお

り。 
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である。  

・２階庁議室…月２回から毎週へ変更 
・２階３階間の階段（東西とも）…月２回を毎日へ

変更  
・３階大会議室、ラウンジ、廊下…月２回を毎週へ

変更  
増加とした理由について、庁舎に入場した市民か

ら汚れている旨の指摘を従前から受けていることに
よるとの回答であったが、そもそも低利用状態であ
る庁舎の２、３階が汚れるのは日常ではなく、利用
後のタイミングに限られるはずである。ならば、何
も定期清掃を委託せずとも汚れている旨の指摘を受
けた職員が率先して清掃すれば良い。  

このような事例は、支所職員の自発的な行動によ
り、歳出の低減を図るべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2）豊野駅南北自由通路エレベーター保守業務 
 （結果） 

○業者の見積りどおりの積算  
（報告書74ページ）

本件の随意契約理由には特段の問題点は存在し
ないと考えるが、この契約の担当課での積算は随
意契約先業者の積算用に徴した見積書のとおりに
設定されている。  
業務の性格等から、随意契約として委託先業者

が特定されることはあっても、その積算価格まで
業者の見積りどおりでは問題である。  
他部署では、随意契約であっても業者提示の見

積書をもとに積算価格を検討し、業者提示の見積
書価格と比較して相当の減額をした金額をもって
積算価格としているケースも存在する。  
したがって、担当課の積算担当者は、積算する

業務委託の内容を把握し、同種の業務委託事例が
庁内にあるならば情報交換をするなどして積算価
格を設定すべきである。 

 
 

 
 
 

・２階庁議室  月２回 → 月２回 
・２～３階階段 月２回 → 週１回 
・３階大会議室 月２回 → 月２回 
・３階ラウンジ 月２回 → 週１回 
・３階廊下   月２回 → 週１回 
 22 年度から、住民自治協議会が本格
的に活動を開始し、21 年度と比較し利
用頻度が増加傾向にある。また今年度か
らは環境部廃棄物対策課分室として支
所内３階 303 会議室へ職員４人が常駐
することになり、またそこへの外部から
の来訪者も想定されることから、対 21
年度比で２～３階の共有スペースの清
掃頻度がやや増えるのは必然と考える。
もちろん、庁舎内に汚れを発見した場
合、職員が自発的に清掃しているのは従
前も変わらず、言うまでもない。 
 会議室関係については、清掃頻度を
21 年度のペースに戻すことで、平成 23
年４月１日から改善を図った。 

（豊野支所）
 
 
 
 
 
 

「業者見積もりどおりの積算」について

は物品等の業者委託の随意契約として1

社見積もりによる契約を行っていたた

め、結果として十分な見積額の査定を行

っていなかった。 

 エレベーターの保守点検については

「建設物価版」に標準的な料金単価が設

定されており、平成 23 年度以降の契約

においては、料金単価と見積額を項目ご

とに精査するとともに、関連他部局で実

施されている同種の業務委託との比較

も行って、適正な積算価格の設定につい

て改善を図ることとした。 
（豊野支所）
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５．戸隠支所 
(1) 国補災戸隠折橋下楠川線（下楠川その５地区）

災害復旧工事 
○変更契約事務に関する契約規則と実務の不整  
 合           （報告書75ページ）

本工事では、平成22年3月31日に工期延長の変

更契約と平成22年7月に減工についての変更契約

を行っている。 

平成22年７月に行なわれた変更契約に関する

変更の協議は平成22年３月12日に行われている

が、平成22年３月31日付けの変更契約には反映さ

れていない。  
契約規則では、契約の内容を変更しようとする

ときは、５日以内に変更契約書を作成し、又は変

更請書を提出させるものとする旨が規定されて

いる。契約規則に照らすと、平成22年３月12日に

行われた変更の工事施工協議についての変更契

約が平成22年７月に行われているのは違反とい

うことになる。  

市における具体的な設計変更の手続きは「契約

の手引き」に記載されている。そこでは軽微な変

更の場合は所属長の承認を得たうえ「監督職員指

示書」（実際は「工事施工協議（指示）書」）に

より変更指示することができると記載されてい

る。今回の変更契約は軽微な変更にあたるため

「契約の手引き」どおりには運用されていると認

められる。しかし「契約の手引き」は内部的な手

引きであり、その記載が契約規則の規定と対応し

ていないことは問題である。たとえば実務を考慮

した設計変更事務取扱要領を制定し、契約規則の

定めと「契約の手引き」で記載されている実際の

設計変更手続きが整合するようにする必要があ

る。 

 

６．信州新町支所 

(1) 平成 21 年度施行 堤内排水機場管理業務委託 

 （結果１） 

○適切でない積算  

（報告書77ページ）
本件の積算は２地区を合算した形で積算がな

され、Ａ地区、Ｂ地区個別には積算が行われてい
ない。それぞれの地区は面積が大きく異なるにも

 
 
 
 
 
 
 

国補災戸隠折橋下楠川線（下楠川その
５地区）災害復旧工事の変更契約におけ
る「契約規則」と「契約の手引き」の運
用的乖離については、契約の手引きにつ
いての周知・徹底が不足していたこと 

が原因であったため、契約金額の増減又

は履行期間の伸縮を必要とするときは、

契約者と協議のうえ定めたときに変更通

知書を送付し、通知日から５日以内に変

更契約を締結するよう職員に指導するこ

とで改善を図った。 

また、設計変更事務取扱要領の制定に

ついては、今後研究していく。 
（契約課・戸隠支所）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「平成 21 年度施行 堤内排水機場管理
業務委託」の２事業を同額で契約してい
る事の問題については、信州新町時代か
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かかわらず、２地区とも同額で契約がなされてい

る。 

点検見回り人件費の項目の中に草刈費用及び

側溝清掃費用が計上されていたため、その実施設

計書を確認した。  
その結果、排水機場除草（草刈費用）及び側溝

清掃（側溝清掃費用）の実施設計書では排水機場
除草の対象面積はＡ地区が3,945 ㎡、Ｂ地区が
1,885 ㎡、面積差は2,060 ㎡。側溝清掃における
水路の長さはＡ地区が1,295ｍ、Ｂ地区が465 ｍ
となり差は830ｍとなった。  

このように作業面積にかなり差があるにもか

かわらず同額で契約していることは問題である。

実施設計書の排水機場除草項目及び排水機場

側溝清掃をＡ地区、Ｂ地区個別に試算すると表１

のようになる。 

（表１は省略） 

以上のように単純にＡ地区とＢ地区に区分し

て金額的影響を計算すると差額が94 千円＋1,282 

千円＝1,377 千円となり、明らかに不公平な結果

となっている。  
このような契約は慣例として行われてきたも

ので、平成22 年度はポンプ数、水路の長さ、草
刈面積に応じて積算がなされているとの説明を
受けている。 

 
７．財政部収納課 
(1) 市税口座振替依頼書作成・封入封緘業務委託 
 （結果１） 

○実数による精算を実施すべきもの 
（報告書79ページ）

この業務委託に関しては、年度当初に年度中の
封入封緘数を見積り、その見積数に基づいて業務
委託契約を締結している。したがって、年度末時
点において把握可能な実際の業務委託の数量と
年度当初の見積数量には当然差異が生ずる。この
差異を数値で示すと以下のとおりとなる。 

 
 
 
 

 
このように、過去４年度の実績を確認したとこ

 
 

らの慣例による契約であり、個々の作業

内容を積み上げ積算をしていない事が原

因であった。このため平成 22 年 4 月 1日

契約の「平成 22 年度施行 信州新町堤内

排水機場管理業務」からは、施設所有者

である長野県、費用負担者である東京電

力の承諾を得て、各作業項目毎に積み上

げ積算を行い適切な積算をすることで改

善を図った。 
（信州新町支所）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

実数による精算を実施すべきものについ

ては、23 年度業務委託契約分について、業

務終了後契約変更により実数により精算を

行うことで委託契約事業者と協議済みであ

る。 

（収納課）

年初見積数量 実数量 差異 実施率
22年度 196,000 183,611 12,389 93.70%
21年度 183,000 176,997 6,003 96.70%
20年度 199,000 187,762 11,238 94.40%
19年度 199,200 195,544 3,656 98.20%
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ろ、いずれも契約時の見積数量が実際の業務数量
を上回っており、結果として市においては実数以
上の委託料を支払っていることになる。 
ただし、金額的には、過去４年度とも封入封緘

数１件につき同単価であり、過去４年度の差異数
量を乗じて計算しても金額的には些少ではある
が、根本的な問題として契約変更又は単価契約に
よる実数精算をすることが可能でありながら年
初契約の見積数量によって支払が行われること
には問題がある。 

このような業務委託契約では、実数による精算

を行うべきである。 

 
 （結果２） 

○業者の見積りどおりの積算  
（報告書80ページ）

この業務委託契約は随意契約であり、随意契約
理由にもあるとおり業者が特定されているため、
収納課においてはその随意契約先である株式会
社電算1社のみから積算のための見積書を徴し、
設計額を算定している。  
そのなかで、当該業務委託中の各市税口座振替

依頼書印刷費・折り費に関して、平成20年度から
平成21年度にかけて業務単価が率にして約８％
上昇している。  
その上昇理由に関して、特段の業者との折衝で

あるとか印刷業界の相場水準を確認しないまま
随意契約先である業者見積りのみを拠所とした
積算は問題である。  

低限、長野市側での積算の段階において業界
相場に適した積算であるかどうかを検証すべき
である。 

 
(2) 督促状封入封緘業務委託 

○実数による精算を実施すべきもの 
（報告書81ページ）

この業務委託に関しては、(1)の契約と同様、
年度当初に年度中の封入封緘数を見積り、その見
積り数に基づいて業務委託契約を締結している。
したがって、年度末時点において把握可能な実際
の業務委託の数量と年度当初の見積り数量には
当然差異が生ずる。この差異を数値で示すと以下
のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者見積りどおりの積算については、23

年度より、他社からの見積りを徴収し業界

の相場水準を把握することにより、業界相

場と比較可能な設計額の積算を行うよう改

善を図る。 

（収納課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数による精算を実施すべきものについ

ては、23 年度業務委託契約分について、業

務終了後契約変更により実数により精算を

行うことで委託契約事業者と協議済みであ

る。 

（収納課）

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）               （続き）

 

 

 

 

このように、過去 3年度の実績を確認したとこ

ろ、（1）とは異なり、ほぼ契約時の見積数量と実

際の業務数量が一致しており、平成 20 年度に至

っては予定数量が実際数量を下回り、その部分は

業者負担となっている。  

ただし、これは結果論であって、原則的には（1）

同様、契約変更又は単価契約による実数精算をす

  ることが可能でありながら年初契約の見積数量

によって支払が行われることには問題があり、長

野市・業者双方が納得できる契約形態とすべきで

ある。 

 

（結果２） 

○成果及び必要性の検討 

 （報告書 81 ページ）

この督促状に関する封入封緘の見積数は月に

よって封入封緘数が大きく変動する。具体的には

４、５月の見込数量はそれぞれ 100 件である（実

数量もほぼ同数である）のに対し、６月は見込数

量 37,000 件弱と一気に跳ね上がる。このように、

過渡期と閑散期の格差が大きいケースについて、

すべて業者委託することはかえって非効率であ

る。  

見込件数の月別状況を確認すると、４月 100件、

５月 100 件、10 月 300 件、12 月 300 件となって

おり、その他の月は見込件数が 10,000 件を超え

る。よって、この４つの月に関しては業務委託す

ることなく、担当課である収納課で実施すべきで

ある。  

※この指摘事項に関しては、収納課より平成 23

年度より改善する旨の報告を受けている。 

 

○業者の見積りどおりの積算 

（報告書 81 ページ）

（1）同様、この業務委託契約も随意契約であ

り、業者が特定されているため、収納課において

はその随意契約先である株式会社電算 1社のみか

ら積算のための見積書を徴し、設計額を算定して

いる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果及び必要性の検討については、23

年度業務委託契約において、４、５月は

契約から除き、10 月、12 月についても収

納課で実施する予定である。 

（収納課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 年度予算策定より、他社からの見積

りを徴収し業界の相場水準を把握するこ

とにより、業界相場と比較可能な設計額

の積算を行うよう改善を図る。 

（収納課）

年初見積数量 実数量 差異 実施率
21年度 127,000 126,024 976 99.2%
20年度 127,000 127,182 △182 100.1%
19年度 127,000 125,752 1,248 99.0%



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

そのなかで、当該業務委託中の督促状に係る窓

空き封筒作成費に関して、平成20年度から平成21

年度にかけて業務単価が率にして約8％上昇して

いる。  

その上昇理由に関して、特段の業者との折衝で

あるとか印刷業界の相場水準を確認しないまま

随意契約先である業者見積りのみを拠所とした

積算は問題である。  

（1）同様、 低限長野市側での積算の段階に

おいて業界相場に適した積算であるかどうかを

検証すべきである。 

 

８．生活部市民課 

(1）長野市斎場火葬業務委託 

  ○一式○○円の形の積算 

（報告書 82 ページ）

当該業務委託に関する平成21年度及び22年度

の積算の一部は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

上記のとおり、間接的経費（消耗品費、教育指

導費、諸経費）は業者見積金額と全く同一額では

ないものの、ラウンドナンバーのいわゆる「○○

一式」といった非常に抽象的な積算となってい

る。  

中でも「教育指導費」は平成21年度より追加さ

れたものであるが、業者見積りに基づいて担当課

において同額を積算しているのみであって具体

的な詳細は不明である。  

また、当該間接的経費について、平成 22 年度

の積算書と比較すると上記のとおりであるが、特

に顕著な問題として平成 22 年度の積算では諸経

費が倍増している。この増額された金額の意味は

冬期の早朝雪かき、落雪処理等の対応に必要な時

間外手当部分を含んでいるとのことであるが、そ

れならば人件費として積算すべき内容であり、他

の項目に丸め込むのは大きな問題である。平成 21

年度から 22 年度にかけて人件費の積算は減額さ

れているが、この時間外手当部分が諸経費に包括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野市斎場火葬業務委託については、

指摘された適切な費目での積算や、ラウ

ンドナンバーの「一式」形式から、各費

目について、「単価×数量」での経費積算

をすることで改善を図り、平成 23 年度契

約分から反映した。 

また、「諸経費」のうち、時間外手当に

ついても、適正な費目である人件費とし

て積算した。 

（市民課）

単価 数量 合計 単価 数量 合計
事務用品、消耗品 一式 400,000 一式 360,000
教育指導費 一式 300,000 一式 300,000
諸経費 一式 600,000 一式 1,200,000

平成22年度積算額（円）平成21年度積算額（円）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

(指摘事項) 

（続き）

されてしまえば積算上減額されていても見かけ

上の減額であり、実態と乖離することになる。  

これらのことから、間接経費の積算に関して

は、実際の業務を行っている随意契約先業者の見

積書を徴したらばその内容の詳細を検証し、原則

的に「単価×数量」で積算すべきである。また、

「単価×数量」の算定方法が相応しくない諸経費

については、この諸経費を除いたところの積算額

合計に一定基準の率を乗じて算定するなど、毎期

の積算合計額に占める諸経費の割合が変動しな

いよう合理的な算定をすべきである。 

 

(2) 合併に伴う戸籍システム・データ統合整備業務委

 託 

（結果１） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算  

（報告書85ページ）

戸籍システムを提供するベンダーについては、

法務省が公開している標準仕様書及び事務を行

う市町村の現場での知識が求められるが、他の業

務の内容は、システムのデータ移行業務であり、

格別高度な専門性を必要としない業務であると

理解される。しかし、積算は、特定業者の見積単

価を用いて行われている。一般に実施されている

システムのデータ移行業務の技術者の時間単価

の適用に当たっては、随意契約であるからといっ

て特定業者の見積単価を使用して積算するのは

適切ではなく、市販の積算参考資料等に掲載され

ている標準時間単価を基礎にして積算すべきで

ある。  

また、サーバデータ作業を除く単価はすべてSE

単価になっているが、作業によってＳEでなくて

も可能な業務も含まれていると考えられる。積算

に際してSEによる作業が必要な項目とそれ以外

の項目を明示した資料の提出を要求し、作業者区

分ごとに適切な標準時間単価を基礎にして積算

を行う必要がある。  

SE単価として標準時間単価ではなく業者の見

積単価を使用していることにより割高になって

いる金額を試算すると以下のとおりである。  

 

札幌市のシステムエンジニア１とシステムエ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該業務委託は、長野市と信州新町・

中条村との合併に伴い、各町村で使用し

ていた戸籍システム・データを長野市の

システム・データに統合整備したもので

ある。その委託料の積算に当たり、実績

のある事業者からの見積単価を使用した

ことに対し指摘されたものであった。 
そこで、平成 23 年度以降に同様の業務

委託を契約する際には、適切な民間の開

発単価と業者見積単価を比較し、安価で

ある単価を価格積算単価とする見直しを

行うこととした。 

また、当該委託業務の中には、SE でな

くても作業可能な業務も含まれているこ

とから、データ移行業務との分割により

改善を図ることとした。 

（市民課）

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

ンジニア２の平均を使用した場合  

過大金額 30,162千円  

 

名古屋市のシステムエンジニア１とシステム

エンジニア２の平均を使用した場合  

過大金額 24,054 千円 

 

(3）戸籍システム住居表示対応業務委託 

 （結果１） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算 

(報告書87ページ)

戸籍システムを提供するベンダーについては

法務省が公開している標準仕様書及び事務を行

う市町村の現場での知識が求められるが、他の業

務の内容は新住居表示に伴うシステム対応業務

であり、格別高度な専門性を必要としない業務と

理解される。しかし、積算は、特定業者の見積単

価を用いて行われている。一般に実施されている

システムのデータ移行業務の技術者の時間単価

の適用に当たっては、随意契約であるからといっ

て特定業者の見積単価を使用して積算するのは

適切ではなく、市販の積算参考資料等に掲載され

ている標準時間単価を基礎にして積算すべきで

ある。  

また、単価はすべてSE単価になっているが、作

業によってＳEでなくても可能な業務も含まれて

いると考えられる。積算に際してSEによる作業が

必要な項目とそれ以外の項目を明示した資料の

提出を要求し、作業者区分ごとに適切な標準時間

単価を基礎にして積算を行う必要がある。 

SE単価として標準時間単価ではなく業者の見積

単価を使用していることにより割高になってい

る金額を試算すると以下のとおりである。  

 

札幌市のシステムエンジニア１とシステムエ

ンジニア２の平均を使用した場合  

過大金額 546千円  

名古屋市のシステムエンジニア１とシステム

エンジニア２の平均を使用した場合  

過大金額 391 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該業務委託は、新諏訪住居表示実施

に伴う行政区画変更処理、各種通知書の

出力等のシステム対応を目的としたもの

である。その委託料の積算に当たり、特

定の事業者からの見積単価を使用したこ

とに対し指摘されたものであった。 
そこで、平成 23 年度以降に同様の業務

委託を契約する際には、適切な民間の開

発単価と業者見積単価を比較し、安価な

単価を価格積算単価とする見直しを行う

こととした。 

また、当該委託業務の中には、ＳE で

なくても作業可能な業務も含まれている

ことから、データ移行業務との分割によ

り改善を図ることとした。 

（市民課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 
 

９．生活部医療事業課 

(2) 可搬式循環器超音波診断装置、超音波診断シス

テム、高圧蒸気滅菌装置 

 （結果） 

○選定における価格に関する問題 

（報告書89ページ）
この物品購入に関しては、長野市民病院内での

機器選定委員会（病院長、副院長、看護部長、事
務部長その他）の協議により、  

・可搬式循環器超音波診断装置…ＧＥメディカル

システム社製  

・超音波診断システム…アロカ社製  

・高圧蒸気滅菌装置…サクラ精機社製  

の機種が選定され、購入に至っている。  

その協議に際しては、当該メーカー以外のメー

カーとして  

・可搬式循環器超音波診断装置…ソノサイト社、

シーメンス社  

・超音波診断システム…ＧＥ社、東芝  

・高圧蒸気滅菌装置…三浦工業社、ゲティンゲ・

ジャパン社 

製の同種機器も検討の対象となっており、それ

ぞれの機能が一覧で対比できる対比表が作成さ

れているのであるが、その検証項目が大きく「基

本性能と機能」及び「外装性能」といった部分の

みであって、価格面等経済性の観点では検討がな

されていない。  

確かに市民の命や健康が何より 優先である

ことは間違いないが、長野市民病院の財務内容か

ら鑑みると、機器導入に当たり経済性に関しての

検討がなされないのは問題である。前述のとお

り、地方公営企業法により当該事例のような医療

機器は、（1）同様長野市議会の承認を得ずとも

購入できるものであることからしても、院内での

機器選定委員会及び担当課である医療事業課が

起案する段階において経済性を含めて検討すべ

きである。  

平成21 年度長野市病院事業会計決算書による

と累積欠損金額は約21億４千万円であるので、そ

の点から考えても適切な対応が必要である。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

医療機器の選定において、機種の比較

検討を行う際には性能に加え、価格につ

いても比較をするものとし、院内での機

器選定委員会及び担当課である医療事業

課が起案する段階において、経済性を含

めて総合的に判断をすることによって改

善を図った。 

（医療事業課）

 
 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 
 
10．保健福祉部介護保険課 
(1) 平成 21 年度介護保険システム制度改正対応業
 務 
（結果１） 

○人工で値引き部分の調整が行われている積算  
（報告書91ページ）

本件では、表２のように、値引き後の金額を見
積り（値引き前）の単価で除して計算される数量
（人工）で積算書の数量を求めている。（SEA2.3 
人月→1.5 人月、PGA0.7 人月→0.5 人月）  
値引きが行われても工数自体は変わらないであ
るから、数量ではなく単価で調整すべきである。
工数で調整すると実績報告と照合し検討する際
に不都合が生じる結果となる。積算の形式を他の
課と同様にすべきである。  
仮に数量を変更せずに値引きを単価に反映さ

せた場合のSEA 単価PGA 単価は統一単価とほぼ同
額となっている。  
標準単価の使用については次に述べる。 

（表２は省略） 
 
 （結果２） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算 
（報告書91ページ）

本件の業務の内容は特殊なものではなく、制度
改正に伴い行われる情報システムの修正業務で
あると認められるが、市販の積算参考資料等に掲
載されている標準時間単価ではなく、随意契約先
の見積単価によって積算している。本件の業務は
一般的に行われている情報システムの修正業務
と認められるので、随意契約先の見積単価を適用
するのは適切ではなく、市販の積算参考資料等に
掲載されている標準時間単価を基礎にして積算
すべきである。  
標準的な単価を使用して、随意契約先の見積単

価による積算金額との差額（過大積算金額）を試
算すると以下のとおりである。 
札幌市のソフトウエア開発業者（プロジェクト

マネージャー、システムエンジニア１、システム
エンジニア2 の平均）を使用した場合  
過大積算金額 SEA 492 千円  

PGA 134 千円  
合計 627 千円  

名古屋市のソフトウエア開発業者の平均（同
上）を使用した場合  
過大積算金額 SEA 268 千円  

 

 

 

 

 

 

 

「人工で値引き部分の調整が行われて

いる積算」については、値引き分の割落

し率を誤って人工に乗じて積算してしま

ったことが原因である。 

 今後同様の委託契約を結ぶ必要が生じ

た場合は、全体の値引き後金額を値引き

前の数量で除すことにより調整した単価

で積算書を作成することとした。 

 なお、類似の委託契約については、23

年度の契約から上記の方法で積算書を作

成している。 

（介護保険課）

 

 

 

 

 

「標準単価に比べて割高な単価による

積算」については、他の資料等に掲載さ

れている標準時間単価との比較をせず、

業者の作成した見積書の単価を使用して

しまったことが原因である。 
 今後同様の委託契約を結ぶ必要が生じ

た場合は、市販の積算参考資料等に掲載

されている標準時間単価を基礎にして積

算書を作成することとした。 

なお、類似の委託契約については、23

年度の契約から上記の方法で積算書を作

成している。 

（介護保険課）

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

(指摘事項) 
（続き）

PGA 176 千円 

合計 445 千円 

 

(2) 平成 21 年度介護保険システム運用支援業務委託

 （結果１） 

○人工で値引き部分の調整が行われている積算 

（報告書93ページ） 
本件では、表２ のように、値引き後（担当課

による査定部分も含む）の金額を見積り（値引き
前）の単価で除して計算される数量（人工）で積

算書の数量を求めている。（SEA1.2 人月→0.9 人

月） 

値引きや査定が行われても工数自体は変わら

ないのであるから、数量ではなく単価で調整すべ

きである。工数で調整すると実績報告と照合し検

討する際に不都合が生じる結果となる。積算の形

式を他の課と同様にすべきである。  

標準単価については次に述べる。 

（表２は省略） 

 

 （結果２） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算 

（報告書93ページ）

本件の業務の内容は格別高度な専門性を要す

る特殊なものではなく、一般的に行われている情

報システムの運用支援業務であると認められる

が、市販の積算参考資料等に掲載されている標準

時間単価ではなく随意契約先の見積単価によっ

て積算している。したがって、随意契約先の見積

単価を適用するのは適切ではなく、市販の積算参

考資料等に掲載されている標準時間単価を基礎

にして積算すべきである。  

標準的な単価を使用して、随意契約先の見積単

価による積算金額との差額（過大積算金額）を試

算すると以下のとおりである。  

 

札幌市のシステム運用技術者（注）の１と２の

平均を使用した場合  

過大積算金額 SEA 373 千円 

 

名古屋市のシステム運用技術者の１と２の平

均を使用した場合  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「人工で値引き部分の調整が行われて

いる積算」については、値引き分の割落

し率を誤って人工に乗じて積算してしま

ったことが原因である。 
 23 年度の契約からは、全体の値引き後
金額を値引き前の数量で除すことにより
調整した単価で積算書を作成するよう改
善した。 

(介護保険課)
 
 
 
 
 
 
 

標準単価に比べて割高な単価による積

算」については、他の資料等に掲載され

ている標準時間単価との比較をせず、業

者の作成した見積書の単価を使用してし

まったことが原因である。 
 23 年度の契約からは、市販の積算参考
資料等に掲載されている標準時間単価を
基礎にして積算書を作成するよう改善し
た。 
            （介護保険課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）
  過大積算金額 SEA 345 千円 

 
(3) 平成 21 年度介護保険システム合併対応業務委

託 
（結果１） 

○人工で値引き部分の調整が行われている積算 
（報告書95ページ）

本件では、表２のように、値引き後（担当課に

よる査定部分も含む）の金額を見積り（値引き前）

の単価で除して計算される数量（人工）で積算書

の数量を求めている。（SEA26.6 人月→18 人 
月、PGA3.2→2.7 人月） 

値引きや査定が行われても工数自体は変わら
ないのであるから、数量ではなく単価で調整すべ
きである。工数で調整すると実績報告と照合し検
討するに際に不都合が生じる結果となる。積算の
形式を他の課と同様にすべきである。 
なお、本件の場合、数量（工数）を見積書どお

りとし、単価を統一的な単価で試算すると、積算
書金額（設計額）よりも412 千円低く計算される。
積算書の金額が同額過大に積算されていたこと
になる。  
標準単価の問題については次に述べる。 

（表２は省略） 
 
 （結果２） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算 
（報告書95ページ）

本件の業務の内容は格別高度な専門性を有す
る特殊なものではなく、一般的に行われているシ
ステムのデータ統合業務であると認められるに
もかかわらず、市販の積算参考資料等に掲載され
ている標準時間単価ではなく随意契約先の見積
単価によって積算している。随意契約先の見積単
価を適用するのは適切ではなく、市販の積算参考
資料等に掲載されている標準時間単価を基礎に
して積算すべきである。  

標準的な単価を使用して、随意契約先の見積単
価による積算金額との差額（過大積算金額）を試
算すると以下のとおりである。  
札幌市のソフトウエア開発業者の平均Ｅを使

用した場合  
過大積算金額 SEA 5,700 千円  

PGA  616 千円  
合計 6,317 千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

「人工で値引き部分の調整が行われて

いる積算」については、値引き分の割落

し率を誤って人工に乗じて積算してしま

ったことが原因である。 

 今後同様の委託契約を結ぶ必要が生じ

た場合は、全体の値引き後金額を値引き

前の数量で除すことにより調整した単価

で積算書を作成することとした。 

 なお、類似の委託契約については、23

年度の契約から上記の方法で積算書を作

成している。 

（介護保険課）

 

 

 

 

 

 

 

 

「標準単価に比べて割高な単価による

積算」については、他の資料等に掲載さ

れている標準時間単価との比較をせず、

業者の作成した見積書の単価を使用して

しまったことが原因である。 
 今後同様の委託契約を結ぶ必要が生じ

た場合は、市販の積算参考資料等に掲載

されている標準時間単価を基礎にして積

算書を作成することとした。 

なお、類似の委託契約については、23

年度の契約から上記の方法で積算書を作

成している。 

（介護保険課）

 

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）
名古屋市のソフトウエア開発業者の平均Ｅを

使用した場合  
過大積算金額 SEA 3,109 千円 

PGA  376千円  

合計  3,486 千円 

 

11．保健福祉部障害福祉課 

(1) 平成 21 年度 障害福祉システム制度対応 

 （結果１） 

○積算における価格に関する問題 

（報告書97ページ）

本契約では、積算書の項目は下記の２項目に分

かれており、１については単価×数量の形式で積

算され、２については１式いくらの形式で積算さ

れているが、値引金額と査定額（見積り価格と設

計額の差）をすべて２．Ｈ21 障害自立支援情報

提供サービスＥ（表１、２ではその他項目）の金

額から控除している。結果として1 の積算単価は

業者の見積もり単価のままになっており、統一的

単価の金額と大きく乖離してしまっている。これ

では項目1 が過大に、項目２が過少に積算され、

次年度以降の参考資料にもなる積算資料として

適切ではない。実態に合った積算を行う必要があ

る。  

また、監査において見積書を依頼したが破棄さ

れており、再度業者より入手している。次年度以

降の参考資料として利用するためも保管すべき

であろう。  

尚、標準単価の使用については次に述べる。 

積算書の項目  

１． 障害福祉システム制度改正 

単価×数量 

２．Ｈ21 障害自立支援情報提供サービスＥ 

１式 

 

 （結果２） 

○標準単価に比べて割高な単価による積算  

（報告書97ページ）
本契約の業務の内容は特殊なものではなく、基

準改正に伴うパッケージシステムの修正業務で
あると認められるが、市販の積算参考資料等に掲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッケージシステムを改修するため、

作業面に関わる項目１については作業量

等については変わりがないため、項目２

についてのみ値引きの対象として積算し

た。 

 今後、同様の業務委託が発生した場合、

項目ごとに値引き金額を算定し実態に合

った積算とする。 

 なお、徴取した見積書は参考資料とし

て添付していく。 

（障害福祉課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、同様の業務委託が発生した場合、

市販の積算参考資料等を参考に委託先企

業の技術者数等を考慮した標準時間単価

により積算する。 

（障害福祉課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

載されている標準時間単価ではなく、随意契約先

の見積単価によって積算している。したがって、

随意契約先の見積単価を適用するのは適切では

なく、市販の積算参考資料等に掲載されている標

準時間単価を基礎にして積算すべきである。  

標準的な単価を使用して、随意契約先の見積単価

による積算金額との差額（過大積算金額）を試算

すると以下のとおりである。 

 

札幌市のソフトウエア開発業者の平均Ｅを使

用した場合  

過大積算金額 SEA 557千円  

PGA  57千円  

合計 615千円  

 

名古屋市のソフトウエア開発業者の平均Ｅを

使用した場合  

過大積算金額 SEA 303千円  

PGA  35千円 

合計 339千円 

 
12．保健福祉部保育家庭支援課 

(1) 次世代育成支援行動計画（後期計画）策定業務
 （結果１） 

○随意契約とする理由についての検討が不十分
である問題 

（報告書99ページ）
この業務委託の随意契約理由は前述のとおり

である。確かに通常このようなケースでは当該理
由のとおり分析にかかる時間やコストについて
他業者が請け負う場合に比べて軽減できると考
えられるのだが、実際の積算を確認すると以下の
ようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり、積算は主任研究員と一般研究員

の業務遂行上の所要日数を基に、国土交通省の平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次世代育成支援行動計画（後期計画）

策定業務については、ニーズ調査の解析

等の業務も含まれている。2,033 件のニ

ーズ調査回答書の解析については、前回

のデータや実績、更には専門的な技術・

知識を持っている事業者と随意契約をし

た方が相当の経費節減が見込まれるため

に随意契約とした。 

平成 27 年度以降に新しい行動計画を

策定する場合には、競争入札も含めて検

討する。 
（保育家庭支援課）

 

主任研究員 研究員

①基礎調査の実施及び課題のとりまとめ 2 3
②子育て支援施策の評価・まとめ 3 3
③潜在的ニーズ量及び定量的目標値等の検討・設定 3 4
④後期行動計画（素案）の作成 5 6
⑤後期行動計画の作成 7 9
⑥策定組織の運営支援（会議録作成含む） 3 21
⑦一般管理費
⑧印刷製本費（本編200部、概要版500部）
合計（千円未満切捨て）

単位：人日
項目・摘要



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）
成21年度設計業務委託等技術者単価を用いて行
われている。  
しかし、随意契約理由には「他の事業者が請け

負った場合と比較して、分析にかかる時間やコス
トの軽減を図ることができる」とされているので
あるから、その「比較」がなされなければならな
いが、担当課によれば所要日数は積算の際に明確
にわからない状況であったとのことであるから、
随意契約理由は適正ではない。結果、積算も適正
でない可能性がある。  
加えて、結果的に契約時の上記所要日数が実日

数ではどうであったのか、報告検証がなされてい
ないため、業務終了後に積算のトレーサビリティ
ーも不可能である。  
したがって、このような場合の業務委託契約は

随意契約とせず競争入札を行うべきであるし、仮
に随意契約とするならばその理由にある他業者
実施の場合との「コスト差」を明確にする必要が
ある。 

 
 （結果２） 

○随意契約理由として妥当でない問題 

（報告書100ページ）

（結果１）の積算金額が適正であった場合で

も、上記積算中の「印刷製本費」はその他の業務

のようにデータに基づく分析といった専門的な

業務と異なり、版さえあれば一般的な印刷業務と

して競争入札で契約することが可能である。これ

まで含めて随意契約をすれば、競争入札により競

争原理が働いた場合の一般的な落札率と当業務

委託契約の落札率との差は結果として長野市の

支出過剰となる。 

したがって、このような場合の当業務委託契約

中の印刷製本業務は切り離して競争入札とすべ

きである。 
 
(2) 長野市子育てガイドブック 

○版権の帰属の問題    （報告書101ページ）
この契約について、随意契約理由のポイントと

なっている平成 16 年度に行われた業務委託に関
する契約については、以下のとおりとなってい
る。 

（契約の表、入札経過表等は省略） 
 

業務委託契約書には、その第６条において、下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度以降に新しい行動計画を

策定する場合は、行動計画策定業務に係

る印刷製本業務に関しては、データに基

づく分析業務委託とは切り離して競争入

札としていく。 

（保育家庭支援課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度版長野市子育てガイドブ

ックから、版権の帰属について仕様書の

中で規定する。なお、今年度からは、競

争入札での契約とする。 

（保育家庭支援課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

 （指摘事項） 

（続き）

記のように規定されている。 

乙（受注者）は、成果物が著作権法第2条第1項第

１号に規定する著作物に該当する場合には、当該

著作物に係る乙の著作権を当該著作物の引渡し

時に甲（長野市）に無償で譲渡するものとする。

以上の事実から判断すると、受託者は長野市か

らこのパンフレット作成に関する企画デザイン

から印刷製本まで一連の業務を受託し、成果物を

長野市に納入する契約を交わしており、業務の結

果生じた著作権は著作物引渡しと同時に長野市

に帰属する ということであると解することがで

きる。  

しかし、この無形財産である著作権の権利は長

野市に帰属することが明確であるものの、オフセ

ット印刷に欠かせないいわゆる版そのものの所

有権はいずれにあるのか は明確にされていな

い。  

過去の判例では、ある出版社がかつて住宅専門

誌の印刷業務を発注した印刷会社に対し、再版を

依頼したところ、印刷会社が既に製版フィルムを

廃棄してしまっていたため、出版社はこれにより

損害を被ったとして、印刷会社を提訴した事件

（東京地裁 平成13年７月９日結審）があるが、

この判決では請負人（印刷会社）が請け負った仕

事をする過程で自己の材料を使用して作成した

物品（以下「中間生成物」という）は、それ自体

として請負の目的物ではないから、契約当事者間

で別異の合意をするなど特段の事情がない限り、

その所有権は請負人に帰属し、請負人がこれを注

文者（出版社）に引き渡す義務はないとしている。

これを踏まえて本件を検討すると、仕様書や契

約書に当該中間生成物の所有に関する定めはな

いと解され、上記判例のとおりに解釈した場合、

中間生成物の所有権は蔦友印刷㈱に帰属する可

能性が極めて高く、随意契約理由である「版を持

っている業者と随意契約したい」という理由は誤

りではないと解釈できる。 

しかしながら、平成 16 年度契約時の入札状況

から鑑みるに、当該中間生成物の所有権に関する

明確な考え方が示されていない点及び指名され 

 

 

 

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

た業者の入札額にバラツキがある点等から考査

すると、この中間生成物の所有権について応札

各社の認識が統一されていたのかどうかは甚だ

疑問であるし、再版が予測できる印刷物であり、

かつ中間生成物の所有権がその仕様書等の曖昧

さから請負人に帰属する可能性が極めて高いこ

とから考えると、初版に関する業務委託の入札

を低額にして落札し、その後の再版を随意契約

で受注できれば受注業者は再版の業務を請け負

うたびに競争入札における競争の禊ぎを受けず

に業務を受注することができる余地を与えてし

まう。さらに、後述の表に記しているが、初版

の際の契約単価に比べ、6 年が経過した平成 21

年度の契約単価指数は 1.12 となっており、請負

人において版制作費用がかかる初期段階の費用

を後の随意契約によって事実上回収していると

も解釈できうる状態となっている。  

このような事態を回避するには、①今後初版

の際に作成される当該中間生成物の所有権を長

野市に帰属させることを前提とした仕様とし、

その前提で積算を行い、その後の再版時にも原

則である競争入札での契約が可能な取扱いをす

るか、②中間生成物の所有権は業者に帰属する

とする場合で再版時にやむを得ず随意契約とな

る場合には、初版の際に作成される中間生成物

の積算金額を把握しておき、再販時には初版の

時に比べて中間生成物の積算金額相当額が節減

されていることを確認するか、どちらかが必要

である。 

また、随意契約においては他者の競争がない

ため、競争入札の場合の競争性に代替する手段

として競争入札における平均的な落札率を設計

額に乗じた予定価格を設定するなどの措置が必

要である。 
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(指摘事項) 

 

（結果２） 

○随意契約とする理由についての検討が不十分

である問題 

（報告書103ページ）

当該業務の積算に当たり、担当課では第 2 版

作成時より業者見積における単価から一定額の

減額を行うなどの方法で積算しており、随意契

約によって平成21年度まで増刷しながら現在に

至っている。初版から平成 21 年度までの推移概

要は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年度の契約単価は過去６年度中 も高

額であり、随意契約理由にある「単価を抑える」

結果に結びついていないように思える。  

ただ、単価上昇については、今回の当該パン

フレットのページ数の増加や作成部数が1,000

部減少していること、印刷用紙の価格上昇が想

定されることといったそれを裏付ける背景があ

ることも事実である。  

しかし、担当課での積算した単価というのは、

そういった諸々の状況を検討して設定した単価

でなければならない。これは長野市契約規則第

12条②に、予定価格を定める場合は、あらかじ

め仕様書、設計書、物件又は役務の取引実例価

格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、

履行期限の長短等を考慮して、適正に定めなけ

ればならない とされている。  

「単価を抑えるため、原稿の版を持っている

業者と随意契約したい。」というのが、随意契

約の理由の一つになっている以上、原稿の版を

業者が持っていることによる節減額可能額を把

握し、市の主導で積算金額に反映させる必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度版長野市子育てガイドブッ

クから、競争入札とする。 

（保育家庭支援課）

年度 版 ページ数 設計単価指数 契約単価指数 部数
平成16年度 初版 44 ※1.00 1 20,000
平成16年度 増刷 44 1 0.96 15,000
平成18年度 第2版 44 1.08 1.04 14,000
平成19年度 第3版 44 1.08 1.04 13,000
平成20年度 第4版 48 1.16 1.06 13,000
平成21年度 第5版 52 1.23 1.12 12,000

※平成16年度の設計指数と契約指数を1.00としている。

※平成16年度の設計単価は当初契約時の一冊当たりの単価で
あり、その後契約変更になっている。
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17．環境部生活環境課 
(1) 長野市家庭ごみ・資源物収集運搬業務委託 
 （結果１） 

○随意契約とする理由について検討が不十分で
ある問題  

① 廃掃法（施行令）に関する問題 
（報告書113ページ）

本業務委託は一般廃棄物の収集、運搬又は処

理を私人に委託することができる旨を規定した

廃掃法に基づいており、同法施行令第4条の1第1

項にはその要件として「受託者が受託業務を遂

行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有

し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し

相当の経験を有するものであること。」と規定

されている。本業務委託についても同法令に基

づき、担当課において業務遂行上必要な施設、

人員、財政的基礎を調査した結果他の業者では

同法令の基準を満たす業者が存在しないことを

もって、上記組合への随意契約理由としている。

そのなかで、検証が必要な３要素（施設、人

員、財政的基礎）に関する資料は、担当課が契

約課に対して随意契約を申出る際の 新情報に

基づいてなされなければならないが、財政的基

礎の確認資料である財務諸表については担当課

が独自に入手している資料ではなく、契約課へ

の入札参加資格審査申請書（隔年提出）の添付

資料である財務諸表が引用されており、また他

の業者が同法令の基準を満たすかどうかの検証

のうち、施設（車両台数）については、長野市

廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき許

可している一般廃棄物収集運搬業許可業者に係

る許可車両保有状況を基に行っている。  

また、財政的基礎を有しているかどうかの判

断は契約課から引用した入札参加資格届の添付

書類である決算報告書の保管をしているだけで

具体的な検証は行われていないし、担当課への

ヒアリングによっても何をもって財政的基礎を

有するのかの明確な判断基準はないとのことで

ある。  

したがって、同組合以外の業者が、現状の業

務範囲を遂行するのに必要な施設（車両台数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国等の基準を参考に具体的な判断基準

を設けるとともに、組合の構成員である５

社の財務内容及び組合の総会資料等を徴

収し、財政的基礎の充足判定を行うことに

より改善を図っていく。 
（生活環境課）
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（続き）

に対して、現時点において有している車両台数

で考えた場合には不足しているため、同組合以

外の業者が同法令の要件を“現状の業務範囲”

では満たさないことは確認できても、同組合の

財政的基礎に関する検証が明確にされていない

状況下で同組合が同法令の要件を満たすと認定

することには問題がある。 

そもそも、同法令の求めていることは、一般

廃棄物の収集という業務の公共性から、業務の

遂行の適正を重視しているのであり、財政的基

礎が不十分であることを原因として収集業務を

中断するなど、収集業務に支障をきたさないよ

うにするものであると解される。 また、同法令

第4条第3項には受託者の要件として「受託者が

自ら受託業務を実施する者であること」という

ものがあり、条文どおりに解釈すれば事業協同

組合が自ら受託業務を実施しないのであるから

同法令に反するのであるが、環境省大臣官房廃

棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課基準係で

は、その解釈について、平成17年5月16日付で、

「事業協同組合が市町村との間で一般廃棄物の

処理に係る契約を締結し、事業協同組合に所属

する組合員に業務処理を割り振って、組合が当

該処理業務を実施する場合には、その組合に所

属する組合員をその処理業務の実質的な「受託

者」として取り扱うことが可能であれば同法令

に抵触しない」と通知を発している。  
となれば、当該業務委託の実質的な運営者は

同組合そのものではなく構成員たる5社の組合

員企業と定義できなければ同法令に反するので

あり、その定義上その組合員企業の財務内容を

検証しなければ真に受託業務遂行に足りる財政

的基礎を有しているとは判断できないはずであ

る。担当課へのヒアリングによると、同組合の

登記簿謄本や決算報告書は保管されているもの

の、組合員企業に関するこれらの保管資料は特

にないとのことである。  

よって、同法令の要件を満たすかどうかの判

断材料は担当課である生活環境課が独自に 新

資料を入手すること及び財政的基礎の具体的な

判断基準の明確化並びに組合員企業の財務諸表

徴収によるその財政的基礎の充足判定を行うべ 
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（指摘事項） 
（続き）

きである。  

また、同組合の定時総会資料も徴収しておく

必要もあると考える。 

 

② 26種類の収集パターンと組合員企業の担当

エリア 

        （報告書114ページ）

現在、旧長野市内の家庭ごみ収集に関しては

26種類の収集パターンがあり、市民もその居住

地ごと決められた収集日に決められた種類のご

みを出している。この26種類のパターンそのも

のは長野市が決めており、その収集パターンに

あわせて同組合が業務分担をし、長野市に申出

たものにより毎年度「家庭ごみ収集計画表」が

作成され、実際の収集が行われている。この「家

庭ごみ収集計画表」には26の地区ごとに組合員

企業５社のどの社が何曜日にどの種類のごみを

収集するかが明確にされている。  

この計画表を確認すると、同一地区でも複数

の組合員企業が入り混じって収集する場合もあ

るが、単一の組合員企業のみが収集している場

合もある。中心市街地近郊の収集は比較的前者

の例が多いが、芋井地区、信更地区は単一の組

合員企業が収集しており、他の郊外地区も２社

程度で収集している例がある。  

上記の随意契約理由には「組合内５社で品目

ごとに複雑な担当エリアを定め」「現在の 26 種

類の収集パターン（収集エリア、曜日）を見直

すには、ごみ搬入量の均等化を図るためにも大

変な作業であり、市民生活に直接影響があるこ

とから単純にエリアを分割し数社に発注するに

は難しい状況」となっているが、すべてのエリ

アについて該当してはおらず、特に郊外地区は

該当しないと思われる。 

これらの郊外地区は競争入札が実施されて

いる豊野地区や中条地区のように本業務委託

と切り離し、別途競争入札を実施することは十

分可能であると思われる。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の地区を分割して発注する場合、収

集車両台数が現在より増えることから、委

託費用の増加及び清掃センター設置地元

地区の周辺環境の悪化並びに清掃センタ

ー内の混雑等が予想されるため、エリアを

分割することは困難である。 
（生活環境課）
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③ 種類別収集の視点 

（報告書115ページ）

上記随意契約理由にある「現在の26種類の収

集パターン（収集エリア、曜日）を見直すには、

ごみ搬入量の均等化を図るためにも大変な作業

であり、市民生活に直接影響があることから単

純にエリアを分割し数社に発注するには難しい

状況」については、その根底に競争入札移行＝

収集パターン見直し という概念が働いている

と思われる。しかし、競争入札に移行するから

といって収集パターン見直しは必須なのかどう

かと考えれば疑問符がつく。  
担当課確認によると、この収集業務が仮に単

独での業務委託となっているならば、当該契約
に関する収集エリア中の全部の可燃ごみだけを
収集するのに必要な理論上の車両台数に対し、
同組合以外の市内業者も 1 社のみではあるが現
時点においてすでに車両保有台数の要件は満た
している。当然、廃掃法の要請により、このう
え人員基準、財務基準、さらに相当の経験を有
する要件を充足することが必要となるが、この
要件を充足すれば仮に収集パターンの見直しを
行わない場合でも原則である競争入札への途が
開くこととなり、地方自治法における「競争入
札の原則導入」及び廃掃法における「一般廃棄
物の収集という業務の公共性から、業務の遂行
の適正」の双方の要請を満たすことになる。 
上記同様、現在の収集パターンを変更せず、

種類別に区分した場合の車両台数基準を充足す
る市内業者数は次のとおりとなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

現在の収集パターンは地区ごとになっている
が、他市町村では種類ごと又はその併用で収集
業者を決めている例もある。  
このように、種類ごとによる収集を検討する

ことにより競争入札の原則導入が可能になる余
地があるものと考えられる。  
可燃物を扱う長野市一般廃棄物収集運搬業許 

 

 

 

 

 
種類ごとによる収集を実施することが

可能か、市民生活への影響や費用対効果等

を考慮し、他市の状況を参考にしながら検

討する。 
（生活環境課）

種類 充足業者数

プラスチック製容器 2
不燃物 2
缶 10
ペットボトル 28
ビン 7
紙 3
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（続き）
可業者は平成22年４月１日現在で約130弱存在
する。このうち、同組合の組合員企業５社のみ
が家庭から排出される可燃ごみ収集業務を随意
契約により継続的に受託している事実は平成14
年度包括外部監査の指摘のとおり、新興・後発
業者へ収集業務の参加機会を失わせる結果とな
る。 
一方、ごみの収集は1日たりとも停止できない

重要度の高い業務であり、やみくもな競争原理
を導入した結果市民が混乱してしまえば廃掃法
の要請に反することとなる。  

難しい問題であるが、絶えずその両者の要請

を統合する改善方策を担当課では検証する必要

がある。担当課とすればごみの収集は正確性が

大事というスタンスは理解できるところである

が、このスタンスに偏りすぎるのは問題であり、

少なくとも随意契約ありきでの発想でこの問題

に取り組むことは良くない。 

 

（結果２）  

○積算における価格に関する問題  

① 旧長野市地区と合併町村地区の人件費積算

格差  
（報告書 116 ページ）

   平成 21 年度の旧長野市地区と合併町村地区 

（豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条）

について、積算の基礎となるそれぞれの人件費

単価（直接給＋間接給）指数（豊野地区を 1.0

とする）は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、長野地区のみが他地区と比較して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野地区と他地区の積算方法を統一す

る方向で検討する。 
（生活環境課）

地区 指数
長野 1.17
豊野 1
戸隠 1
鬼無里 1
大岡 1
信州新町 0.98
中条 0.98
※長野地区の計算は他地区のように直接給（人件費日額）に間接給
（社会保険料）を加える方法と違い、直接給には給料、扶養手当、地域
手当、通勤手当、特殊勤務手当、住宅手当、賞与が含まれ、間接給に
は社会保険料、退職金掛金、被服費、研修旅費、健康診断費が含まれ
ている。これを年間勤務日数242日、1日当たり労働時間を8時間として
時間給を算定している。
※中条地区、信州新町地区は平成22年度より上記指数が豊野、大岡、
戸隠、鬼無里各地区と一致している。
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（続き）

17％程度高い人件費単価で積算されている。こ

の理由は長野地区に限って各種手当や退職金 

掛金等が積算されていることなどによる。  

 担当課によると、この人件費積算方法の違い

について、長野地区は専用車で収集し、自分の

担当が終了したら他の収集が遅れている箇所を

助けに行くため収集に概ね 1 日かかり、社会保

険料以外にも通勤費、賞与、退職金、研修費、

被服費等を積算に組み込み、1 つの産業として仕

事をしているという観点で積算しているのに対

し、他地域については必ずしも毎日収集業務が

あるわけでなく、1 日かかるということはほとん

どないことから、1 つの産業というよりは時間割

的（臨時的）な仕事という観点から積算してい

るため、委託業務に携わる時間以外は他の業務

を行うことも可能であるという観点から日額に

保険料を加え、長野市からの業務委託分の時間

のみを積算しているとのことである。 

 しかし、確かに収集用の車両は専用車（たと

えば事業ごみの収集はできない）であるため長

野地区と他地区の車両費の積算方法には違いが

あっても理解できるが、長野地区の家庭ごみ収

集に係る従事者は専任者だけでなく兼任者も存

在するので上記のような理由で長野地区と他地

区の積算方法を異にするのは問題である。  

また、担当課から長野地区の業務委託先であ

る長野市委託浄掃事業協同組合へ退職金規定や

研修旅費の対象となる研修規定の有無を照会し

てもらった結果、各組合員企業にはこれらの規

定が存在するとの回答であったとのことである

が、各組合員企業ごとにその水準や内容は異な

ると考えられ、長野市が積算しているこれらの

金額が単に同組合又は組合員企業の利益となっ

てしまっている可能性も否定できない。  

ましてや、この長野地区の契約は前述のとお

り随意契約によって行われているのであるか

ら、競争原理も働かず、ほぼ100％の落札率で同

組合へ支払われることから考えるとさらに重要

な問題である。  

長野地区以外の人件費積算基準と異なる方法

を適用する特殊事情がない限り、統一した人件

費積算を行うべきである。 

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

 
② 間接給の積算について 

（報告書117ページ）
間接給として積算されている社会保険料のな

かに、介護保険料の積算部分が含まれている。
介護保険料は満 40歳以上の従業員について必要
となる経費であるが、従事者の中には 40 歳未満
の従事者も多数含まれている。健康保険や厚生
年金と異なり一律に積算すべきでない。金額面
では些少であるが、より正確な積算のために考
慮する必要がある。 

 

③ 車輌減価償却費の積算について  

（報告書117ページ）

この業務委託に関する積算の項目は、大きく 

人件費と車輌費である。その車輌費の中で も

大きな金額を占めるのは車輌の減価償却費であ

る。この業務委託に関して必要となるパッカー

車や平ボディ車の耐用年数は４年（税務基準と

同一）であるため、車輌の取得価額（実際の積

算では取得価額から10％の残存価格を控除した

金額）を４等分した金額を年間の減価償却費と

して積算している。よって、この取得価額をい

くらに設定するかが積算上重要である。 

長野市では従来からこの車輌取得価額を

9,600千円として積算が行われてきた（経緯は不

明）。その後平成19年中に業者見積を徴した結

果8,300千円の見積りであったため、平成20年度

の積算は8,300千円によって行われ、翌21年度も

同様の積算が行われた。  

しかし、平成22年度の予算申請の際、平成19

年度からの業務内容に変化が認められないから

車輌代も平成19年当時の価格に据え置くべきと

のことから、平成22年度から再び車輌取得価額

を9,600千円として車輌減価償却費が積算され

た。  

そもそも平成19年当時の車輌取得価額9,600

千円というのは根拠が不明であり、その後の年

度で実際徴収した見積金額8,300千円を上回る

金額で積算する理由は理解し難い。  

また、実際担当課では組合員企業が車輌を真

に所有しているかどうかの裏付けとして車検証

の写しの提出を受けているのであるから、その 

 

 

 

 

満 40 歳以上の従業員は事業所毎にも異

なる上に毎年変動する可能性があるため

固定するのは困難であるが、他市の状況な

どを参考にして検討したい。 
（生活環境課）

 

 

 

指摘のとおり実際の取得価格を調査す

るなどして根拠を明確にしたい。 
（生活環境課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

提出にあわせて実際の取得価額を調査すれば業

者見積よりも正確な取得価額情報を得られる可

能性が高いし、その結果積算も適正な金額とす

ることができると思われる。 

 

④ 車輌経費の積算について 

（報告書118ページ）

車輌費のなかで、前項の減価償却費の次に大

きい経費が燃料費である。この燃料費の積算方

法は燃料単価×1日当たり走行距離×稼働日数

÷燃費で行われている。 

このうち、燃料単価は変動の激しいものであ

るから、毎年度積算時の燃料代水準によって設

定されているので問題ない。しかし、1日当たり

の走行距離と燃費はここ何年も据え置かれてい

る。  

１日当たりの走行距離は、過去何らかの方法

で算出されたものと思われるが、その根拠は担

当課でも不明である。  

この走行距離に関しては、特に長野地区の収

集車は専用車両であるから他の用途に利用され

ることはないのであるから、単純にメーター実

績から算出が可能であると思われる。 

燃費についても、走行距離同様何らかの方法

で算出されたものと思われるが、車輌の積載量

や性能、形式も変化していると思われるので、

その仕様書等から検証し直すべきである。 

 

(3) 平成 22 年度資源物・ごみ収集カレンダー印 

 刷 

 （結果） 

○成果および必要性の検討（必要数の検討） 

（報告書121ページ）

各地区配布用及び各支所配布用の合計約171

千枚の算定は、毎年８月に実施する各地区区長

及び各支所からの必要枚数調査により行われて

いる。その際、生活環境課ではその必要枚数の

申出を原則そのまま採用し、増減が顕著な地区

については、理由を確認することとしている。 

また、一括して作成するカレンダーの残存数

の把握が制度化されていないため、どの位の残

存数が生じたのか、又は不足数が生じたのか不 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘のとおり前年実績を参考にするな

どして再検証したい。 

（生活環境課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区役員配布分については、住民票の有

無にかかわらず各世帯に配布していただ

いているが、今後は住民記録台帳等の数字

を参考にするなどして絶対必要数の検証

を行い、残数を 小限にするよう努める。

支所配布分の残数確認については、平成

22 年度分の残数を調査し、24 年度以降の

必要数に反映させるようにしたい。 

（生活環境課）
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（指摘事項） 

（続き）

明である。  

因みに、平成22年８月１日現在の長野市の全

世帯数と集積場の数からして各地区配布用はほ

ぼ必要数と合致していると考えられる。また、

担当課分ついては、前年度の残数を参考に必要

数を定めている。しかしながら、支所保管分に

関してはリアルタイムな残数確認もなされず、

また前年度等のカレンダー残数から当年度の必

要部数を検証するといった合理的確認も行われ

ていないなど、必要部数の根拠も明確でないた

め作成部数が過剰となっている可能性がある。 

平成 21 年度の全カレンダー作成枚数は

178,500枚であるが、平成22年2月に行われた生

活環境課保管部分の残数確認においては合計で

3,205枚であり、この上に各地区役員及び各支所

保管分が存在するので実際の年度末残存数（翌

年度に使い回しが出来ないため、結果的に廃棄

数となる。以下同じ）はさらに多いと想定され

る。平成22年度においても12月の生活環境課の

残数確認で4,811枚の残数となっており、やはり

この上に各地区役員及び各支所保管部分が存在

する。  

したがって、地区役員配布分については上記

のとおり年度ごとの相対比較で必要数の検証が

行われているものの、数年に 1 度程度は地区ご

との世帯数及び集積所数から必要絶対数の検証

も行う必要があろう。各支所配布分に関しては、

定期的な残数確認を行い、年度末残存数のデー

タから翌年度の必要数にフィードバックできる

体制とすべきである。 

 

18．環境部清掃センター 

(1) 平成 21 年度工事・業務委託設計積算基準 

（結果1）  

○積算における価格に関する問題（直接工事費

の材料費算定について）  

（報告書122ページ）

清掃センター積算基準には、材料費に関し以

下のように規定されている。  

機器、材料単価の採用順位は次のとおりとす

る。また、過去の事例等を参考にして決定するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接工事費の材料費算定について、清掃

センターで必要とされる部材は、特注品の

ものが多くあり、この単価は、清掃センタ

ー積算基準における①建築物価、積算資

料、②カタログでは把握ができないので、



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

① 建設物価、積算資料  

② カタログ×実勢掛け率 

インターネットによるメーカー調査価格も

カタログ価格と見なす。  

③ 見積りによる場合（原則として2社以上とす

る。）  

１社見積 見積額×一定率  

２社以上 低見積額×一定率  

④ 雑材消耗品費は、材料費等×一定率とする  

したがって、清掃センター積算基準の適用を

受ける工事及び業務委託に関する材料費積算

は、優先順位としてまず建設物価又は積算資料

に基づいてなされなければならないことにな 

る。  

しかしながら、実際の工事に関する積算を確

認すると、優先順位の も低い③の方法が主に

適用され、一部において業者見積額に一定率を

乗じた金額よりも実勢価格が低い場合には実勢

価格が採用されている。  

また、その③においては、原則 2 社以上の見

積りを徴することとなっているが、清掃センタ

ーの「資源化施設主要設備オーバーホール工事」

「焼却施設クレーン設備修繕工事」といった工

事や「清掃センター焼却施設定期点検整備委託」

「清掃センター蒸気タービン及びボイラー精密

点検委託」といった業務委託はその業務の特殊

性から随意契約となっており、その随意契約先

以外に見積書を徴することができないため原則

どおりの積算を行うことができず、随意契約に

関する契約の材料費積算部分に関していえば事

実上清掃センター積算基準は形骸化している。

これらの材料に関しては③の方法以外現実的に

採用できないのであれば見積額に乗ずる一定率

の根拠を明確にする必要がある。 

 

  （結果２）  

○積算における価格に関する問題（直接工事費

の労務費算定について）  

（報告書123ページ）

清掃センター積算基準には、労務費に関し、

以下のように規定されている。① 労務単価  

原則として長野県単価（ 新版）とする。 

 

 

③見積りの方法を採用している。 
また、見積額に乗じている一定率につい

ては、類似している 12 施設に調査を行い、

この平均値が当清掃センターで採用して

いるものと近似していることが確認でき

た。 

なお、今後も一定率についての調査を定

期的に行い、妥当性の検証を行っていく。

（清掃センター）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接工事費の労務費算定について、長野

県労務単価を適用している工種は、機械設

備据付工、配管工、はつり工、保温工及び



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

なお、特殊な条件における施工については、

前記労務単価に作業割増を加えることができ

る。ただし、上記によることが不適当な場合は

見積りによることとし、見積りの掛け率は下記

による。  

１社見積 見積額×一定率  

２社以上 低見積額×一定率  

また、実情にあわない場合、過去の事例を参

考に決定することができる。  

したがって、清掃センター積算基準の適用を

受ける工事及び業務委託に関する労務費積算

は、長野県単価を採用することが原則であり、

それが不適当な場合は見積りによることができ

るとなっているから、まず長野県単価のどの単

価を適用するかを明確にする必要がある。 

 実際の積算状況を確認すると、契約形態が随

意契約か競争入札かによって積算が異なってお

り、競争入札に関する工事については業者見積

における人工単価ではなく長野県単価が用いら

れている。したがって、競争入札における工事

に関しては清掃センター積算基準どおりの積算

がされており、かつ長野県単価は複数業者から

徴した人工単価を下回っているため積算上問題

はないと考える。 

一方、随意契約に関する工事及び業務委託に

ついては、業者見積額に規定のとおりの一定率

を乗じる例外方法の積算となっているケースが

大半であり、原則である長野県単価はほとんど

採用されていない。（随意契約となっている業

務委託には一部長野県単価を採用しているもの

がある） 
この労務費における清掃センター積算基準に

関しては、（結果1）と異なり、長野県単価によ

ることを原則の取り扱いとしているのであるか

ら、例外規定を使うのであれば長野県単価によ

ることが不適当であることの理由が明確でなけ

ればならないが、その理由は不明確である。  
また、情報収集しようと思えば他市には清掃

センターと同等の施設も存在するので、長野県

単価の中に相応しいものが存在しない場合であ

っても③の方法しか適正人工単価を設定する選

択肢がないとは断言できないと考えられる。ま 

 

 

電工などであり、地元業者が行えると判断

できるものに適用している。しかし、ボイ

ラー配管溶接工事などの焼却炉内作業や

関連施設の専門性の高い作業は、県内業者

が行えるものではないため、県単価でなく

見積の労務単価を適用している。 
見積に乗じる一定率については、（結果

１）と同じ調査で、当清掃センターで採用

している一定率は、12 施設の平均値より

低いものであったが、今後も一定率や労務

単価を適正なものにするための調査を行

い、改善を図る。 

（清掃センター）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

た、（結果1）同様、見積額に乗ずる一定率の根

拠も不明瞭であるし、１社見積の場合、材料費

と労務費の掛け率に差がある理由も同様であ

る。  

いずれにしても、（結果１）と同様に、清掃

センター積算基準全体の見直しが必要である。

さらに、労務費に関しては清掃センター積算基

準に定めるとおり、その原則規定である長野県

単価によって積算を試みるべきである。 

 

(2) 焼却施設焼却業務委託 

 （結果１） 

○仕様書と整合しない積算 
（報告書125ページ）

本業務委託に関して、直接人件費相当部分

の積算方法は役職別配置人員に平成19年度行

政職給与表を引用した月額給与額を乗じて算

出されている。具体的な役職別配置人員は総

括１名、副総括１名、主任１名、技能員９名

の合計12名である。  

これに対し、実際の配置人員は総括 1 名、次

長 1名、班長５名、班員５名の 12 名となってい

る。この「班」というのは交代制勤務のため４

班あり、その他に日勤部隊として 1 班あるのだ

が、上記表上の「総括」「副総括」は明確なもの

の「主任」たる役職が実際には不明確である。

確かに５つの班があるので班長が主任というこ

とであれば主任職を５名、技能員を５名として

積算すべきと考えられるが、各班とも構成員は

班長含めて２名（日勤部隊は次長含め３人）で

あり、「主任」と考えられるかどうかは疑問が

あり、逆に主任たる役職者は存在しないとも考

えられる。また、当該業務委託に関する仕様書

には第８条に人員配置に関する規定はあるもの

の、その資格要件等の記載がないため何をもっ

て役職を定義づけるかも不明確である。 

金額的な影響は極めて僅少であるが、仕様上

の資格要件は責任問題上重要であるし、その資

格に見合った人件費積算も重要であるので、明

確な仕様とそれに伴う実態に沿った人件費積算

を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却施設焼却業務委託の仕様書と整合

しない積算については、役職についての資

格要件と職務内容を明確にして、実態に沿

った人件費積算を行うことにより、平成

23年度は委託契約済みのため平成24年度

から改善を図る。 

（清掃センター）
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 （結果2）  

○積算単価に業者に関係ない項目が含まれて

いるかどうか未検討である問題 

（報告書125ページ）

本業務委託は随意契約であり、その性格上

今後もその形態が継続すると見込まれる。確

かに特殊かつ危険を伴う業務であるから、そ

れに見合った十分な積算が必要であるが、反

面競争原理が働かずその落札率が高率となる 

ことを鑑みても、その業務に関する積算は経

済性の観点も十分考慮してなされる必要があ

る。  

本業務委託に関する積算項目を示すと以下

のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却施設焼却業務委託の積算単価に、業

者に関係ない項目が含まれているかどう

か未検討であること及び業者見積を徴し

ての比較検証を行う必要があるとのこと

ついては、委託業者に福利厚生費、退職金

及び通勤手当について照会したところ、支

出のない項目があることは確認できたが、

本給に対する支給率や金額については公

開できないとの回答であり、委託業者から

の情報による検証はできなかった。 

ついては、従来の方式では検証が困難な

ことから、従来の方式から清掃センター積

算基準にもある「廃棄物処理施設維持管理

業務積算要領（社団法人全国都市清掃協議

会編集）」による積算方法へ変更すること

により、平成 23 年度は委託契約済みのた

め平成 24 年度から改善を図る。 

なお、今後は委託業者から見積もりを徴

し、比較検証を行う。 

（清掃センター）

 

※6 焼却炉立ち上げ・立ち下げ等作業費は平成18年度実績

※7 諸経費は機械設備工事の一般管理経費率

なお、法定外福利費とは次の付表に掲げるものである。

※4 通勤手当、退職金も経団連の同上調査における現金給与総
額に占める経費率から算出

※5 ダイオキシン対策費は前年度設計額（見積額の85％、平成
15年度より）

※1 扶養手当、特勤手当、賞与は長野市技能労務職員手当の給
与比から算出

※2 法定福利厚生費は経団連「第51回福利厚生費調査結果
（2006年度）」の現金給与総額に占める法定福利費（健康保険、
厚生年金等）の比率から算出
※3 法定外福利厚生費も経団連の同上調査における現金給与
総額に占める法定外福利費の比率から算出

法定外福利厚生費
通勤手当
退職金
小計
ダイオキシンばくろ防止対策費
焼却炉立ち上げ立ち下げ作業費
合計
諸経費
総合計

給与
　扶養手当
　特勤手当
賞与
法定福利厚生費
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このうち、直接人件費及び法定福利厚生費に

関しては、業務委託でなく長野市の直営で業務

を行った場合でも同様の費用が見込まれること

から特段の問題はないと考えられる。 

しかし、下記については問題があると考える。

  ・法定外福利厚生費  

その内訳は上記のとおりであるが、社会通念

上これだけの福利厚生費が必要であるかどうか

は極めて疑問である。  

また、当該業務委託が今後も随意契約によっ

て上記業者が受注し続ける以上、当該業者の福

利厚生関連規定がどのようになっているかも全

く未検証では問題である。たとえば、同社が「住

宅関連の持家補助制度」についての規定がなか

った場合、長野市のその支払い相当部分につい

ては単なる同社の利益となるだけである。  

他にも、「ライフサポート」中にある「通勤

バス、駐車場」も別途積算している通勤手当と

基本的には重複する。担当課では手当と実費は

別という見方をしているようであるが、重複と

考えるほうが一般的な解釈であろう。  

・退職金  

担当課では同社の退職金規定や水準の検証を

していないとのことである。法定外福利厚生費

同様、過剰支払いとなっている可能性もあるの

で、少なくとも同社の退職金に関する状況調査

等をし、その情報を基にした積算をすべきであ 

 

住宅関連

医療・健康

ライフサポート

慶弔関係

文化・体育・レク

共済会
福利厚生代行サービス
その他

活動への補助

その他
慶弔金
法定超付加給付
施設・運営

住宅
持家補助

（付表）

医療・保健衛生施設運営
ヘルスケアサポート
給食
購買・ショッピング
被服
保険
介護
育児関連
ファミリーサポート
財産形成
通勤バス、駐車場
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る。  

・通勤手当  

通勤の実態は検証可能であるから、何も経団

連資料のみを拠所にする必要はないと思われ

る。実費相当額での検証が必要である。  

・ダイオキシン対策費、アスベスト対策費、焼

却炉立ち上げ・立ち下げ等作業費  

根本的に過去資料の引用では疑問である。引

用したその当時と状況が変化していることも想

定されるため、原則として毎年度の積算が必要

である。もし仮に過去の積算した状況と比べて

変化がなく過去の積算を引用するのであればそ

の変化がないことについて確認事績を残す必要

がある。  

・業者見積の未徴収 

本件に関しては業者見積を徴さず、長野市独

自の積算となっている。そもそも清掃センター

の業務委託に関する積算は清掃センター積算基

準によってなされるものであるため、業者見積

を徴してこれに基づき積算する必要はないので

あるからそれ自体問題がある訳ではない。  

しかし、特に清掃センター積算基準における

共通費（一般管理費等）の積算について、長野

市積算額と業者見積額との間に金額的な乖離が

ある場合もあり得るので、基本的には随意契約

であっても業者見積を徴し、長野市積算額との

比較検証を行う必要があると思われる。 

 

(3) 資源化施設運転業務委託 

（結果1）  

○仕様書と整合しない積算  

（報告書128ページ）

本業務委託に関して、直接人件費相当部分の

積算方法は役職別配置人員に平成19年度行政職

給与表を引用した月額給与額を乗じて算出され

ており、具体的な役職別配置人員は総括1名、副

総括2名、主任2名、技能員19名、技能員24名の

合計18名である。  

これに対し、実際の配置人員は総括1名、次長

1名、班長4名、班員12名の18名となっている。

この上記表上の「総括」「副総括」は明確な

ものの「主任」「技術員１」たる役職が実際に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源化施設運転業務委託の仕様書と整

合しない積算については、役職についての

資格要件と職務内容を明確にして、実態に

沿った人件費積算を行うことにより、平成

23年度は委託契約済みのため平成24年度

から改善を図る。 

(清掃センター)
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は不明確である。また、当該業務委託に関する

仕様書には第７条に人員配置に関する規定はあ

るものの、その資格要件等の記載がないため何

をもって役職を定義づけるかも不明確である。 

金額的な影響は極めて僅少であるが、仕様上

の資格要件は責任問題上重要であるし、その資

格に見合った人件費積算も重要であるので、明

確な仕様とそれに伴う実態に沿った人件費積算

を行うべきである。 

 

 （結果２）  

○積算単価に業者に関係ない項目が含まれてい

るかどうか未検討である問題  

（報告書129ページ）

本業務委託は随意契約であり、その性格上今

後もその形態が継続すると見込まれる。確かに

特殊かつ危険を伴う業務であるから、それに見

合った十分な積算が必要であるが、反面競争原

理が働かずその落札率が高率となることを鑑み

ても、その業務に関する積算は経済性の観点も

十分考慮してなされる必要がある。  

本業務委託に関する積算の概要を示すと以下

のとおりとなる。 

このうち、直接人件費及び法定福利厚生費に

関しては、業務委託でなく長野市の直営で業務

を行った場合でも同様の費用が見込まれること

から特段の問題はないと考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源化施設運転業務委託の積算単価に

業者に関係ない項目が含まれているかど

うか未検討であることについては、委託業

者に福利厚生費、退職金及び通勤手当につ

いて照会したところ、支出のない項目があ

ることは確認できたが、本給に対する支給

率や金額については公開できないとの回

答であり、委託業者からの情報による検証

はできなかった。 

ついては、従来の方式では検証が困難な

ことから、従来の方式から清掃センター積

算基準にもある「廃棄物処理施設維持管理

業務積算要領（社団法人全国都市清掃協議

会編集）」による積算方法へ変更すること

により、平成 23 年度は委託契約済みのた

め平成 24 年度から改善を図る。 

なお、今後は委託業者から見積もりを徴

し、比較検証を行う。 

（清掃センター）

総合計

アスベスト類ばくろ防止対策費
休日等出勤手当
技術経費
諸経費

※7 諸経費は機械設備工事の一般管理経費率

給与
　扶養手当
　勤務手当
賞与
法定福利厚生費
※法定外福利厚生費
通勤手当
退職金
小計

※4 通勤手当、退職金も経団連の同上調査における現金給与総額に占める
経費率から算出

※5 アスベスト類ばくろ防止対策費は前年度設計額（積上、平成18年度より）

※6 休日等出勤手当は積上げ計算

※1 扶養手当、特勤手当、賞与は長野市技能労務職員手当の給与比から算
出※2 法定福利厚生費は経団連「第51回福利厚生費調査結果（2006年度）」の
現金給与総額に占める法定福利費（健康保険、厚生年金等）の比率から算出

※3 法定外福利厚生費も経団連の同上調査における現金給与総額に占める
法定外福利費の比率から算出
なお、法定外福利費とは（2）に記載した付表に掲げるものである。
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しかし、下記については問題があると考える。

・法定外福利厚生費  

その内訳は上記のとおりであるが、社会通念

上これだけの福利厚生費が必要であるかどうか

は極めて疑問である。  

また、当該業務委託が今後も随意契約によっ

て上記業者が受注し続ける以上、当該業者の福

利厚生関連規定がどのようになっているかも全

く未検証では問題である。たとえば、同社が「住

宅関連の持家補助制度」についての規定がなか

った場合、長野市のその支払い相当部分につい

ては単なる同社の利益となるだけである。 

他にも、「ライフサポート」中にある「通勤

バス、駐車場」も別途積算している通勤手当と

基本的には重複する。担当課では手当と実費は

別という見方をしているようであるが、重複と

考えるほうが一般的な解釈であろう。  

・退職金 

担当課では同社の退職金規定や水準の検証を

していないとのことである。法定外福利厚生費

同様、過剰支払いとなっている可能性もあるの

で、少なくとも同社の退職金に関する状況調査

等をし、その情報を基にした積算をすべきであ

る。  

・通勤手当 

通勤の実態は検証可能であるから、何も経団

連資料のみを拠所にする必要はないと思われ

る。実費相当額での検証が必要である。  

・アスベスト類ばくろ防止対策費  

根本的に過去資料の引用では疑問である。引

用したその当時と状況が変化していることも想

定されるため、原則として毎年度の積算が必要

である。もし仮に過去の積算した状況と比べて

変化がなく過去の積算を引用するのであればそ

の変化がないことについて確認事績を残す必要

がある。 

・業者見積の未徴収 

本件に関しては業者見積を徴さず、長野市独

自の積算となっている。そもそも清掃センター

の業務委託に関する積算は清掃センター積算基

準によってなされるものであるため、業者見積

を徴してこれに基づき積算する必要はないので 
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あるからそれ自体問題がある訳ではない。  

しかし、特に清掃センター積算基準における

共通費（一般管理費等）の積算について、長野

市積算額と業者見積額との間に金額的な乖離が

ある場合もあり得るので、基本的には随意契約

であっても業者見積を徴し、長野市積算額との

比較検証を行う必要があると思われる。 

 

19．環境部衛生センター 

(1) 市内北地区２公衆トイレ清掃業務委託 

（結果）  

○積算に用いる数量単位の問題 

（報告書 131 ページ）

本業務委託及び環境部衛生センターで所管し

ている２トイレ清掃業務委託（市内北地区１公

衆トイレ清掃業務委託及び市内南地区公衆トイ

レ清掃業務委託）については、その積算方法が

共通しており、清掃する面積に関係なく、一つ

一つのトイレについて、均一の清掃単価に年間

清掃回数を乗じて計算している。  

基本的に、清掃業務に関する業務委託料は清

掃単価×清掃面積で算出するのが合理的である

と考えられる。ただし、各トイレの設備につい

て清掃作業量を左右する便器数及び手洗数がト

イレの面積と比例しないのであれば清掃面積に

加えこれらの数値も加味した基準で清掃単価を

考慮する必要があろう。  

これは言うまでもなく一般的にも作業量に応

じた委託料とするのが適当であると認識できる

し、財団法人経済調査会で発行している積算資

料において、ビル清掃料金に関する例ではある

ものの清掃に関する単価は㎡単位にて掲載され

ている点を見ても裏付けられる。  

この担当課積算方法だと、面積の大きいトイ

レでも小さいトイレでも同じ清掃業務委託料と

なってしまうため、上記３契約とも清掃面積に

差がない場合は良いが、面積に差があると狭い

トイレを数多く清掃する業者が有利になるなど

契約ごとに有利不利が出来てしまう結果とな

る。当該３清掃業務委託の年間清掃面積からみ

た㎡単価指数を、市内北地区 1 を 1.0 として比較

すると以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内北地区２公衆トイレ清掃業務委託

の積算に用いる数量単位の問題について

は、従来、該当する公衆トイレを業者が清

掃しやすいように３つのブロックに分け

て、清掃する面積に関係なく、一つ一つの

トイレについて、均一の清掃単価に年間清

掃回数を乗じて計算していた。その結果、

市内北地区１と市内南地区は㎡単価がほ

ぼ同額であったが、たまたま面積の小さい

トイレが多く入った市内北地区２は㎡単

価が突出してしまったものである。 
平成 24 年度公衆トイレ清掃業務委託

（市内北地区１、市内北地区２、市内南地

区）については、清掃単価×清掃面積に、

各トイレの便器数を加算して計算する積

算方法に統一し改善を図る。 

（衛生センター）
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このように、市内北地区 1 と市内南地区は㎡

単価（設計額÷面積）がほぼ同額であるが、同額

市内北地区 2 は㎡単価が突出している。これは、

清掃面積でみれば北地区 1 と大差ないが、延べ 

清掃回数が大きく上回っていることが原因して

いる。  

したがって、清掃回数でなく清掃面積によっ

て積算をしていたならば本件に関する設計額は

市内北地区1を若干上回る程度の設計額になっ

たはずである。ちなみに、市内北地区1の予定価

格は6,710千円、 低制限価格は4,550千円であ

るから、これらの数値から批准して考えれば自

ずと市内北地区２に関する契約に関して清掃面

積で積算した場合の予定価格、 低制限価格も

推算できる。  

その推算に基づく 低制限価格で入札が行わ

れていた場合、実際の入札で設定された 低制

限価格5,560千円を割り込んで応札した2業者

（応札額5,350千円、5,450千円）について、

低制限価格未満応札による失格になった可能性

は極めて低くなるものと考えられる。  

積算方法によって、本来失格にならずに済ん

でいた業者が失格となるのは歳出過剰につなが

る重要な問題であり、積算方法の検証が必要で

ある。 

 

20．産業振興部観光課 

(1) 遮光カーテン 川島織物セルコン タルパ GD1287

（結果）  

○増額と減額を相殺して変更金額をゼロにして

いる問題  

（報告書133ページ）

仕様変更の金額的影響額を検討した計算根拠

資料が残っていない。①の増額部分と②の減額

部分を比較して契約金額を変更しなくてよいと

する計算根拠となる資料を残すべきである。増

額部分が多かったのであれば業者の負担に、減

額部分が多かったのであれば市の負担になって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更契約に際しては、増加額・減少額を

明記した変更計算根拠資料を作成し、原議

に添付するよう改善する。 

（観光課）

 

名称 延面積（㎡） 年間清掃回数 ㎡単価指数
市内北地区1 165,180 4,554 1
市内北地区2 167,119 5,555 1.218
市内南地区 143,914 3,947 0.997



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

おり、透明性の観点からも問題である。  

また、受注後に現場にて詳細な採寸を行った

としているが、積算段階において詳細な採寸を

行うべきである。 

 

(2) 松代象山地下壕精査点検委託 

  （結果）  

○実績の把握検討と翌期以降の積算への反映が

行われていない問題  

（報告書 135 ページ）

点検作業工程表では、点検作業が行われてい

るのは前日午後から当日午前が基本と思われ

る。担当課では、毎回作業実施者から電話で点

検の完了報告を受けているとのことで、早い日

は午前中に終了し、遅い日は夕方に報告を受け

ているとのことである。工程表はあくまで計画

であり、実質作業時間を報告書に明記させ作業

実績を確認し、その実績を次回の積算に反映す

るための資料とする必要がある。 

 

(3) 若里多目的スポーツアリーナ非常用発電機定期

整備業務委託 

（結果）  

○再委託に関する運用上の問題  

（報告書 136 ページ）

業務委託契約書において「業務の一部を第三

者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。

ただし、甲が仕様書において指定した軽微な部

分を委任し、又は請け負わせようとするときは、

この限りでない。」とされている。担当課から

再委託に関する書類が監査人に提出されなかっ

たので、再委託について事前承認が行われたか

不明である。関係書類が保管されていないもし

くは当初から作成されていないために、当時再

委託に関する承認が行われたかどうか確認でき

ないとのことである。「エムウェーブ鋼製建具

点検調整業務委託」も鹿島建物総合管理株式会

社が受託しているが、こちらは作業体系図が示

され下請関係が示されている。後から再委託に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検作業工程表に対して実績表がない

ことが今回の指摘事項の原因のため、平成

23年度契約から事業者に点検作業実績表

の提出を求め、次回の積算に反映するため

の参考資料とすることで改善を図った。 

（観光課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再委託に関する書類がなく、当時の承認

の有無が確認できなくなっていたことが

今回の指摘事項の原因であった。特に、今

回の契約に関して仕様書に現場作業体系

図等の提出を求めておらず、業務の施行に

ついて不備があった。 

 今後は、仕様書作成計画の段階で、現場

の工程表等必要書類を精査し、成果物とし

て提出させることとし改善を図る。 

(観光課)

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

ついての承認の有無が不明になるような状態を

招いている現状を踏まえ、今後は再委託の承認

に際しては文書のやり取りを行うなど承認の有

無が明確になるようにすべきである。 

 
(4) エムウェーブ人工芝巻取減速機オーバーホール

業務委託 

（結果）  

○成果および必要性の問題 

（報告書137ページ）

平成20年度の包括外部監査報告書において

「人工芝は老朽化しこのままでは使用に耐えら

れないと判断し人工芝は今後使用しないことと

した。」と報告されている。  

主軸駆動用原動機等は合計４基（うち今回３基

についてオーバーホール実施）、 人工芝引き出

しに使用する原動機等が合計14基ある。今後使

用できる状態を当面維持するためだけにでも残

りの機械の保守及び人工芝の修繕でおよそ

5,000万円は必要といわれている。 

現在人工芝は、年に１回（多くて２回）程度

しか使用されていない。また、人工芝を利用す

る場合、準備とあとかたづけに7人で一日かかる

作業が必要であるが、人工芝を利用したからと

いって特別料金は徴収していない。  

使用見込の乏しい人工芝の巻取減速機に支出

するのは経済性に反していると言わざるを得な

い。 

 

 

(7) エムウェーブ中央監視システム改修工事 

 （結果１）  

○見積書の入手先  

積算に際して見積書を鹿島建物総合管理㈱か

ら入手しているが、仕様書の内容から判断して

メーカーでない鹿島建物総合管理㈱から見積書

を徴収するのは割高になり適切でないと思われ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工芝については、毎年使用している団

体(長野市老人クラブ連合会)があるため、

平成 21 年度は動作性能を維持する 低限

の整備を行ったもの。 

 しかし、今後、安定して継続使用するた

めには、大規模なメンテナンスが必要なの

で、平成 25 年度をもって廃止の方向で指

定管理者と調整したい。利用者に対して

は、廃止の方向を説明していく。 

（観光課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム改修に際し、施工項目の洗い出

しが必要であったため、不具合箇所を現場

で把握している鹿島建物に見積を依頼し

たもので、設計積算は建設部建築課が見積

金額に頼ることなく行った。  

今後は見積を徴する以前に不具合箇所

の洗い出しを進め、その結果を持ってメー

カーに見積依頼を行うよう改善する。 

（観光課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

 

（結果２）  

○工事請負契約と業務委託契約の区分に関す 

る問題  

（報告書141ページ）

現場における作業が軽微である業務、また仮

設や安全対策などの現場管理を必要としない業

務などについて、業務内容の実態にかかわらず

工事として契約する場合がある。これは、技術

的な専門知識を有する監督員に監督させる必要

がある場合に、実態は工事とは言い難い場合で

も工事して契約しているためである。  

本件の場合、新旧の機器は同じものではなく、

新の機器に更新されており、制御プログラム

もメーカーの 新仕様にバージョンアップされ

ている。これに伴う通線、動作試験、ローカル

端末との連動試験等も含まれており、専門的知

識が必要であることは理解できる。しかし、本

件においては現場での作業はほとんどなく、委 

託先の工場等で製作した機器を取付けと動作試

験等が主な作業である。表１の工事内訳書に記

載された交換作業費は 36 千円のみであり、表

３、表４に記載されている共通仮設費（81 千円）、

現場管理費（393 千円）は低減率を掛けて圧縮し

ているとはいえ、業務の実態に比べて過大に積

算される結果になっており問題である。工事に

区分して執行するのであれば、平成 21 年３月 31
日付けの国土交通省による電気通信設備工事積

算体系の改正の趣旨を踏まえ、機器費について

実態に応じた経費の積算を行うべきである。 

（表１、表３、表４は省略） 

 

(8) エムウェーブテレビ共聴設備改修他工事 

○電気通信設備工事の積算  

（報告書143ページ）

（結果）  

本件はデジタル化に伴いエムウェーブテレビ

共聴設備を改修したものであるが、その内容は、

テレビ共聴設備改修（６台）と漏電遮断器交換

（28 ヶ）に分かれる。本件の積算では直接工事

費のうち撤去品処分費を除く金額が共通仮設費

と現場管理費の対象になっている。  

国土交通省は平成21 年度より電気通信設備 

 

 

 

 

 

 

本工事の諸経費算出に際しては、工事内

容を鑑みて通常より率を落とし、経費を圧

縮している。 

 指摘事項にある平成21年３月31日付け

で改正された電気通信設備工事積算体系

は、土木系工事の積算に適用するものであ

る。それに対して本件工事は建築系工事と

して、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

の公共建築工事積算基準に基づき設計積

算を行っている。このため改正の影響は及

ばないものであるが、引き続き適正な経費

の算出に努めていく。 

（観光課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指摘事項にある平成21年３月31日付け

で改正された電気通信設備工事積算体系

は、土木系工事の積算に適用するものであ

る。それに対して本件工事は建築系工事と

して、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

の公共建築工事積算基準に基づき設計積

算を行っている。このため改正の影響は 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

工事の積算体系を改正した。従来は機器の製造

と据付調整を含む電気設備工事では、「機器費」

と「工事費」により工事価格を算定してきたが、

諸経費動向調査による実態調査の結果、従来の

積算と実態とのかい離が見られたため、機器を

取り扱う工事における積算が適正なものになる

よう、見直しを行ったものである。機器の調達・

検収・現場管理等に要する経費として「機器間

接費」を間接工事費に追加した。一方、従来の

機器費については、「機器単体費」として機器

製造に要する費用に単純化した価格として設定

することとした。結果として機器費が共通仮設

費の計算対象には含まれなくなった。これらの

点も踏まえ、機器購入費は共通仮設費、現場管

理の計算に際して、計算対象に含めないように

する必要がある。  

ここで「機器」とは、「当該機器の製作工場

等で機能、性能の確認（品質証明等を含む）が

なされて調達されるもので、施工においては加

工等を必要としないもの」をいう。 

また、「材料」とは、「素材品質等の確認（証

明等を含む）が製作現場等で調達されるもので、

施工現場において製造、加工を必要とするもの」

をいう。  

エムウェーブテレビ共聴設備改修他工事の場

合、おもな作業は OFDM シグナルプロセッサの設

置と漏電遮断器交換であり、上記の「材料」の

ように施工現場において製造、加工を行う場合

には該当しない。したがって機器費として扱う

べきである。機器調整費、撤去費を除く機器費

に機器管理費率 18.22％（電気通信設備工事の積

算体系より）と乗じた金額は 759 千円となり、

積算書で計上されている 994 千円との差額 235

千円が過大と考えられる。 

 

21．建設部監理課 

(1) 大門駐車場料金徴収業務等委託 

（結果）  

○委託料増額の正当性の検証  

（報告書146ページ）

本業務委託に関して、①記載のとおり御開帳

の繁忙に基づく委託料増加要因以外の要因を確 

 

 

及ばないものであるが、引き続き適正な経

費の算出に努めていく。 

（観光課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年度に増額した委託料の内、御

開帳以外の要因としては、従来から１名勤



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

認すると、平成20年度に比べて駐車場勤務要員

を0.8人増加していることがその原因であった。

その0.8人の根拠は、現場の勤務員からの現状

報告により午前10時から勤務終了時間の午後7

時までの9時間のうち、7時間について大変多忙

であり1名勤務では厳しいということから、7÷9

≒0.8という算式による。さらに具体的な現状と

しては、多忙さゆえ勤務員の接客が悪いなどの

クレームもあったということであり、このため

に増員により改善を図ったということである。 

従来の積算による勤務員数では多忙となって

お客様対応に支障をきたし、それがクレームに

つながっているというのであれば増員による対

応は間違っていないが、増員を行う前に他の市

営駐車場等の状況を確認し、取扱う駐車件数の

比較等により多忙であることの裏付けをとった

上で増員をするのが正当な手順である。 

 

 

23．建設部河川課 

(2) 瀬戸川改修工事 

（結果）  

○不適切な変更理由書の記載内容 

（報告書150ページ）

変更理由として明示されているのは、直接工

事費の増加部分と安全費の部分であるが、実際

には電気施設移設、温室解体、赤松移植等の事

業損失防止施設費の部分である。主要な増額理

由についての記述が欠落していることは問題で

ある。今後、変更理由の記載を適切に行うこと

が必要である。 

 

 

24．建設部維持課 

(2) 長野駅東口駅前広場他清掃管理業務委託 

（結果1）  

○業者の見積りどおりの積算  

（報告書153ページ）

この契約の担当課での積算は随意契約先業者

の積算用に徴した見積書のとおりに設定されて

いる。業務の性格等から、随意契約として委託

先業者が特定されることはあっても、その積算 

 

 

務では多忙であった時間帯に対応し、勤務

要員を 0.8 人増員したことによるもので

あるが、本駐車場については、隣接する地

元の町営駐車場と管理事務所を供用して

いたなど特殊な要因があること、また、他

の市営駐車場等は機械化による無人駐車

場である点などから、増額にあたって他の

駐車場との比較は一概にできなかったも

のである。 

なお、本駐車場については、平成 22 年

度、駐車場の今後の方向性について検討す

る中で、地権者や委託先、庁内関係各課と

の協議を経て、平成 23 年１月末をもって

市営大門駐車場としての供用を終了した。

（監理課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更理由書の記載にあたっては、主要な

変更内容を記述するとともに、照査におい

ても変更理由が適切に記載されているか

確認する旨を平成 23 年４月７日開催の課

内会議で周知し、改善を図った。 

（河川課）

 

 

 

 

 

 

 

当該施設は、ＪＲの軌道を渡る施設であ

り、ＪＲ東日本と長野市で区分して清掃管

理を行っているものである。 

長野市の清掃エリアにはエスカレータ 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

価格まで業者見積どおりでは問題である。  

具体的な積算は以下のように行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他部署では、随意契約であっても業者提示の

見積書をもとに積算価格を検討し、業者提示の

見積書価格と比較して相当の減額をした金額を

もって積算価格としているケースも存在する。 

したがって、担当課の積算担当者は、積算す

る業務委託の内容を把握し、公開されている積

算資料や同種の業務委託事例が庁内にあるなら

ば情報交換をするなどして積算価格を設定すべ

きである。  

ちなみに、同じ維持課所管の業務委託である

「信濃吉田駅南北自由通路清掃業務委託」に関

しては3業者から見積りを徴し、その平均値をも

って担当課積算としている。  

その担当課積算額と業者から徴した見積りと

の乖離は以下のとおりである。 

 

 

 

ーが４基あり、列車の運行と合わせ、毎日

始動（５時 30 分）、停止（０時 30 分）を

行っている。 

このことから、長野駅に詰所を持つ業者

が業務を行うことで、他の事業所から職員

を派遣する場合より見積額が廉価である

と判断し、積算単価を決定したものであ

る。 

平成 24 年度は、３業者からの見積りを

徴収し、積算単価の決定をすることで改善

を図る。 

(維持課)

㎡又は数量 単価ａ 日数又は月数ｂ 金額
簡易清掃 床面部分 1,766.40 業者単価 365 ａ×ｂ

階段部分 274.5 業者単価 365 ａ×ｂ
エレベーター部分 4基 業者単価 365 ａ×ｂ
エスカレータ部分 4基 業者単価 365 ａ×ｂ

一般清掃 床面部分 1,766.40 業者単価 365 ａ×ｂ
階段部分 274.5 業者単価 365 ａ×ｂ
エレベーター部分（駅） 2基 業者単価 365 ａ×ｂ
エレベーター部分 2基 業者単価 12 ａ×ｂ
エスカレータ部分 4基 業者単価 365 ａ×ｂ

機器管理 エスカレータ始動停止 4基 業者単価 365 ａ×ｂ

1）長野駅東口人工地盤

㎡又は数量 単価ａ 日数又は月数ｂ 金額
簡易清掃 床面部分 1,329.80 業者単価 365 ａ×ｂ

階段部分 105.9 業者単価 365 ａ×ｂ
一般清掃 床面部分 1,329.80 業者単価 12 ａ×ｂ

階段部分 105.9 業者単価 12 ａ×ｂ

2）長野駅東西連絡地下道

㎡又は数量 単価ａ 日数又は月数ｂ 金額
簡易清掃 床面部分 1,525 業者単価 72 ａ×ｂ

階段部分 289 業者単価 72 ａ×ｂ
エレベーター部分 2基 業者単価 72 ａ×ｂ

一般清掃 床面部分 1,525 業者単価 24 ａ×ｂ
階段部分 289 業者単価 24 ａ×ｂ
エレベーター部分 2基 業者単価 24 ａ×ｂ
窓ガラス部分 146 業者単価 24 ａ×ｂ
壁面部分 142 業者単価 24 ａ×ｂ

3) 篠ノ井駅東西自由通路

㎡又は数量 単価ａ 日数又は月数ｂ 金額
簡易清掃 床面部分 67.5 業者単価 36 ａ×ｂ

階段部分 267.5 業者単価 36 ａ×ｂ
一般清掃 床面部分 67.5 業者単価 12 ａ×ｂ

階段部分 267.5 業者単価 12 ａ×ｂ
ガラス部分 29.2 業者単価 12 ａ×ｂ

4）今井駅東西連絡地下道

合計
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（指摘事項）              （続き）

 

 

 

 

このように、同業者からの見積りであっても

これだけの格差が生じていることから考える

と、随意契約先１社からの見積りでは甚だ不十

分であると言わざるを得ない。 

 

（結果２）  

○ 随意契約理由として妥当でない問題 

（報告書155ページ）

上記随意契約理由のうち、一つは「長野駅自

由通路及び篠ノ井駅新幹線上空人工地盤に関し

ては、すでにJR東日本が同社に清掃委託をして

おり、それぞれ一体をなす人工地盤及び東西連

絡地下道、東西自由通路の清掃を同社に委託す

ることにより効率的な清掃管理が行うことが見

込まれる。」という理由である。ＪＲ東日本と

長野市の清掃管理区分が明確であるなかで、た

とえば双方にまたがる形で清掃対象物がある場

合、清掃業者がそれぞれ違ってしまうと厳密に

は自己の管理区分を超えて清掃することができ

ないといった問題は発生しなくなるというので

ある。また、通勤時間終了後の午前11時頃から

午後の間に当該管理区分を汚される事態がたび

たび起こっているとのことであり、長野駅が県

庁所在地の玄関口の駅であることから、長野駅

に詰所のある清掃業者がタイムリーに対応でき

る利点は考慮する必要があるかもしれない。  

しかし、このような清掃範囲の境界というの

は社会一般においても存在し、それぞれ自身の

清掃責任範囲は自身で行うのであり、「隣家が

Ａ社に委託しているから一体となっている当方

もＡ社に委託する方が効率的な清掃管理ができ

る」 といえるかどうかは疑問である。  

また、上記以外の随意契約理由は随意契約の

理由として妥当でない。たとえば「作業器材も

自社で所有しており」というのは他の清掃業者

でも当然ながら機材を所有しているし、「作業

員の詰所も長野駅構内にあることから、スムー

ズに実施でき清掃管理が行え」とあるが、確か

に長野駅にはＪＲの詰所があるので理解もでき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該施設は、ＪＲの軌道を渡る施設であ

り、ＪＲ東日本と長野市で区分して清掃管

理を行っているものである。 

長野市の清掃エリアにはエスカレータ

ーが４基あり、列車の運行と合わせ、毎日

始動（５時 30 分）、停止（０時 30 分）を

行っている。 

このことから、長野駅に詰所を持つ業者

が業務を行うことで、他の事業所から職員

を派遣する場合より廉価であると判断し、

随意契約を行っていたものである。 

平成 24 年度は、委託場所の見直しを行

い、契約方法を競争入札とすることで改善

を図る。 

（維持課）

Ａ社
Ｂ社
Ｃ社

業者見積額－担当課積算額（円）
1,300

△380,000
582,200
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平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

  るがこれは長野駅のみの話であって業務委託契

約に含まれている今井駅や篠ノ井駅には詰所は

ない。 

さらに、「経費も低廉で実施することができ」

というのは、業者見積による清掃単価を長野市

積算としている現状では低廉である確証は全く

ないといってよい。  

以上のような状況から、この業務委託に関す

る随意契約理由には不備があり、原則的に競争

入札を導入すべきである。 

 

(3) 自動昇降機保守点検業務委託、長野駅東口駅

前広場他昇降機保守点検業務委託、信濃吉田駅

南北自由通路昇降機保守点検業務委託 

（結果）  

○業者の見積もりどおりの積算 

（報告書157ページ）

積算は随意契約先業者の積算用に徴した見積

書のとおりに設定されている。 

業務の性格等から、随意契約として委託先業

者が特定されることはあっても、その積算価格

まで業者の見積りのとおりでは問題である。  

他部署では、随意契約であっても業者提示の

見積書をもとに積算価格を検討し、業者提示の

見積書価格と比較して相当の減額をした金額を

もって積算価格としているケースも存在する。 

したがって、担当課の積算担当者は、積算す

る業務委託の内容を把握し、同種の業務委託事

例が庁内にあるならば情報交換したり、他市へ

の同様事例について照会したりするなどが必要

であり、単に業者見積のみを拠所とした積算は

すべきでない。 

 

26．駅周辺整備局 

(1) 長野駅東西自由通路清掃業務委託 

（結果）  

○業者の見積りどおりの積算 

（報告書161ページ）

積算は随意契約先業者の積算用に徴した見積

書のとおりに設定されている。 

業務の性格等から、随意契約として委託先業

者が特定されることはあっても、その積算価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該業務のエレベーターは、通報装置が

設置されており、メーカーの管理センター

にて緊急時対応を行っている。 

緊急停止時等の対応、部品確保を考慮し

たため、メーカーの見積りを積算単価とし

たものである。 

平成 23 年度、他市の状況などを調査し

単価決定方法を検討する。 

（維持課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野駅東西自由通路清掃業務委託につ

いては、JR の軌道敷上の駅舎に併設され

た通路の清掃であり、JR 東日本グループ

である長野鉄道車輛整備㈱と随意契約を 
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平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

まで業者の見積りどおりでは問題である。  

他部署では、随意契約であっても業者提示の

見積書をもとに積算価格を検討し、業者提示見

積書価格と比較して相当の減額をした金額をも

って積算価格としているケースも存在する。  

したがって、担当課の積算担当者は、積算す

る業務委託の内容を把握し、同種の業務委託事

例が庁内にあるならば情報交換をするなどして

積算価格を設定すべきである。 

 

33．上下水道局配水管理課 

(1)－① 松代東荒町地区（下水道関連）配水管移

設工事 

（結果）  

○増額と減額を相殺して変更金額をゼロにして

いる問題 

（報告書189ページ）

実施設計書において意図的に増減額を一致さ

せるのは実際の工事と実施設計書の内容が一致

しない結果をまねき実施設計書の信頼性を害す

るものである。実施設計書と工事内容は一致さ

せるべきである。 

 

 

 

(1)－② 松代東荒町地区（下水道関連）配水管移

設附帯工事について 

（結果1）  

○ 予算の都合で増額変更できない工事の積算 

（報告書189ページ）

この工事は本体工事である松代東荒町地区

（下水道関連）配水管移設工事が平成 20 年度の

繰越工事であり、予算の都合上増額変更ができ

ないために附帯工事として発注し、既設工事の

施工業者である北野建設㈱と随意契約するもの

である。  

仮に本体工事である松代東荒町地区（下水道

関連）配水管移設工事が繰越工事でなければ増

額変更工事として、競争入札の落札率を増額設

計後の設計金額に乗じて契約変更が行われ、増

額工事部分にも競争の利益が反映されるとこ

ろ、繰越工事であるがために増額変更で 

 

 

している。 

平成 23 年度の発注に際し長野鉄道車輛

整備㈱の見積書を基に単価の検討を行っ

たが、1 回目の見積りは不調となった。 

このため今後の委託の発注においては積

算価格を設定すべく、全国的な統一単価

や、JR との契約内容との差異など、より

詳細なデータを調査のうえ実施する。 

（駅周辺整備局）

 

 

 

 

 

松代東荒町地区（下水道関連）配水管移

設工事については、実施設計書において増

減額を一致させたことが原因である。 

今後、繰越工事においても、信頼性を損

ねることのないよう契約変更手続きに基

づき、変更するように改善していく。 

（配水管理課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 松代東荒町地区（下水道関連）配水管移

設附帯工事については、工事の繰越による

増額変更ができないことにより、次年度附

帯工事として発注していることが原因で

ある。今後競争の利益を反映するには、工

事の発注方法の見直しが必要であり、附帯

工事の落札率について、入札制度、設計額

又は予定価格の算定などを含め、他市の状

況を調査した上で、長野市として一本化を

図り、委員会（市建設技術委員会等）で検

討し、一定の方向性を出すようにする。

（配水管理課）
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平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

きないという事務的な事情で附帯工事として随

意契約として発注し、結果として増額工事部分

に競争の利益が反映されないのは問題である。 

このように事務的理由で分割された工事につい

ては、競争入札を行って契約された当初契約の

落札率を増額工事の設計金額に乗じて増額工事

の予定価格を算定すべきである。  

本体工事の落札率を乗じた金額を予定価格に

した場合の影響額は下記のように、890千円と試

算される。影響額試算 5,120,000円×（99.6％

－82.2％）＝890千円 

また、この附帯工事については本体工事との諸

経費調整は行われていない。これは、標準歩掛

率が平成 21 年 10 月に変更になり、新しい標準

歩掛を使用して諸経費調整を行った場合 1,669

千円設計額が増加するためである。このため、

担当課としては諸経費調整を行わないで積算を

行っている。このように担当課でも実質的に増

工に該当する場合には何らかの対応が必要と考

えていることが把握される。 

 

 

 

(3) 南長野地区外（山王栗田線）配水管布設替工事

（結果）  

○増額と減額を相殺して変更金額をゼロにして

いる問題  

（報告書192ページ）

実施設計書において意図的に増減額を一致さ

せるのは実際の工事と実施設計書の内容が一致

しない結果をまねき実施設計書の信頼性を害す

るものである。実施設計書と工事内容は一致さ

せるべきである。  

なお、本工事は「山王栗田線電線共同溝設置

工事」の附帯工事であり、合冊方式により入札

すべきである。その場合の影響額についてはⅣ

11（3）①合冊入札方式の適用を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南長野地区外（山王栗田線）配水管布設

替工事については、実施設計書において増

減額を一致させたことが原因である。 

今後、繰越工事においても、信頼性を損

ねることのないよう契約変更手続きに基

づき、変更するように改善していく。 

（配水管理課）
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「平成 22 年度南長野地区外（山王栗田線）配水

管布設替工事」について 

（結果）  

○予算の都合で増額変更できない工事の積算 

（報告書 192 ページ）

この工事は本体工事である「南長野地区外（山

王栗田線）配水管布設替工事」の増工であり、

南長野地区外（山王栗田線）配水管布設替工事

が平成21年度の繰越工事であり、予算の都合上

増額変更ができないために、平成22年度に別工

事として随意契約したものである。 

仮に本体工事である南長野地区外（山王栗田

線）配水管布設替工事が繰越工事でなければ増

額変更工事として、競争入札の落札率を増額設

計後の設計金額に乗じて契約変更が行われ、増

額工事部分にも競争の利益が反映されるとこ

ろ、繰越工事であるがために増額変更できない

という事務的な事情で附帯工事として随意契約

として発注し、結果として増額工事部分に競争

の利益が反映されないのは問題である。  

このように事務的理由で分割された工事につ

いては、競争入札を行って契約された当初契約

の落札率を増額工事の設計金額に乗じて増額工

事の予定価格を算定すべきである。  

本体工事の落札率を乗じた金額を予定価格に

した場合の影響額は下記のように、1,518千円と

試算される。  

 

影響額試算  

9,490,000 円×（99.0％－83.0％）＝1,518 千

円 

 

(4)－②栗田地区（栗田安茂里線）配水管移設工事

（結果）  

○増工と考え落札率を適用すべき工事 

（報告書194ページ）

本工事は配水管の移設を新たな工事として別

途契約（同一業者に随意契約）としている。外

観上同一工事であり、諸経費調整を行っている

ことからも実質的に増工と同様に扱うべきであ

ると判断される。  

 

 

 

 

 

 

 

 平成 22 年度南長野地区外（山王栗田線）

配水管布設替工事については、工事の繰越

による増額変更ができないことにより、次

年度附帯工事として発注していることが

原因である。 

今後競争の利益を反映するには、工事の

発注方法の見直しが必要であり、附帯工事

の落札率について、入札制度、設計額又は

予定価格の算定などを含め、他市の状況を

調査した上で、長野市として一本化を図

り、委員会（市建設技術委員会等）で検討

し、一定の方向性を出すようにする。 

（配水管理課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 栗田地区（栗田安茂里線）配水管移設工

事については、工事の繰越による増額変更

ができないことにより、次年度附帯工事と

して発注していることが原因である。今後

競争の利益を反映するには、工事の発注方

法の見直しが必要であり、附帯工事の落札

率について、入札制度、設計額又は予定価
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（続き）

したがって、競争入札を行って契約された本

体契約（栗田地区（栗田安茂里線道路改良工事）

の落札率を設計金額に乗じて予定価格を算定す

べきである。  

 

影響額試算 760,000×（98.7％－83.9％）＝

112 千円 

 

34．上下水道局下水道建設課 

(1) 長野駅東口区画内下水道その８工事 

（結果）  

○積算誤り  

（報告書196ページ）

変更契約において本体工事との諸経費調整が

行われていなかった結果、870,000円随意契約の

積算価格が過大に計上され、契約金額も同額過

大となっている。 

諸経費調整とは、本体工事に付帯する工事（本

体工事と積算体系が同一である場合）を随意契

約方式等により発注する場合に、共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費等（諸経費）につい

て、本体工事と一体で計算するというものであ

る。諸経費率を乗じる対象の金額が大きくなる

ほど諸経費率が小さくなる傾向があるので、本

体工事と一体で計算することにより諸経費の金

額が少なく積算されるのである。  

本件は随意契約理由にも記載のとおり「長野

駅東口区画整理事業 駅南幹線（北中地区）道路

築造工事」（以下本体工事）に伴い支障となる

下水道管を移設する工事であり、本体工事と積

算体系が同一であるので諸経費調整の対象にす

べき工事である。  

入札時における実施設計書においては共通仮

設費率計算額、現場管理費、一般管理費、につ

いて諸経費調整がなされていた。  

しかし、変更契約における積算では諸経費調

整がなされていなかった。変更設計書の総括情

報表における諸経費調整欄は111111と記載され

ており、諸経費調整が行われていることになっ

ていたが、実際の計算上では共通仮設費、共通

仮設費率計算額、現場管理費、一般管理費で諸

経費調整がなされていなかった。 

 

 

格の算定などを含め、他市の状況を調査し

た上で、長野市として一本化を図り、委員

会（市建設技術委員会等）で検討し、一定

の方向性を出すようにする。 

（配水管理課）

 

 

 

 

 

 

 

 

積算システム上の運用ミスを踏まえて、

適正な運用が出来るよう適時研修会を開

催し、ミスの無いよう確認シート作成及び

照査者を２名体制に改善した。 

また、５月末に設計書作成時の積算ミス

をなくす手引き、及び効率的な事務処理を

実施するための手引きを作成した。 

（下水道建設課）

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

担当課の計算では、本来の正しい諸経費調整

を実施していれば、変更契約額は 60,000 円の減

工契約になるはずであったとのことである。直

接工事費は増加しているが、設計見直しにより

全体的に掘る深さが浅くなり、直接工事費以上

に運搬費が減少するため、純工事費も減少し、

これを基礎とする現場管理費及び工事原価を基

礎とする一般管理費が減少するためである。 

諸経費調整を行わなかったことによる影響額

は、810,000 円＋60,000 円＝870,000 円である。

原因はコンピュータ上の操作ミスによるものと

考えられるが、随意契約理由に諸経費調整によ

り経費の削減が図れると記載されており、随意

契約理由と実際の結果が矛盾する結果となって

いる。今後チェック体制の強化に諸経費調整も

れ等が発生しないようにする必要がある。 

 

(2) 松代表柴町下水道附帯工事 

（結果） 

○予算の都合で増額変更できない工事の積算 

（報告書 197 ページ）

この工事は平成20年度の繰越工事であり増額

変更ができないために、内容変更を行い附帯工

事として発注し、既設工事の施工業者である藤

森建設工業㈱と随意契約するものである。 

仮に繰越工事でなければ増額変更工事とし

て、競争入札の落札率を増額設計後の設計金額

に乗じて契約変更が行われ増額工事部分にも競

争の利益が反映されるところ、繰越工事である

がために増額変更できないという事務的な事情

で増額工事部分に競争の利益が反映されないの

は問題である。  

このように事務的理由で分割された工事につ

いては、競争入札を行って契約された当初契約

の落札率を増額工事の設計金額に乗じて増額工

事の予定価格を算定すべきである。  

本体工事の落札率を乗じた金額を予定価格に

した場合の影響額は下記のように、3,434 千円

と試算される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松代表柴下水道附帯工事の積算につい

ては、別途契約による落札率で契約したこ

とによることが原因であったため、入札制

度の見直しについて契約課と協議し、指摘

された当初に契約した工事の競争入札し

た落札率を適用し予定価格を算定するこ

とも含め、他の関係官庁等に調査するなか

で、当市としての方向性を出すよう検討し

ていく。 

（下水道建設課）

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

 

 

 

 

 

 

 

 
 

類似する事例として、「松代 6・7 号汚水幹線外

工事、松代東条地区（下水道関連）配水管移設工事」

の増工の場合も繰越工事であるため増額変更でき

なかった。この工事の増工分については、新たに随

意契約で発注するのではなく、道路の反対側から工

事をしてきた工事（異なる業者）「松代 6 号汚水幹

線外工事、松代東条地区（下水道関連）配水管移設

工事」の増工として変更契約している。「松代 6 号
汚水幹線外工事、松代東条地区（下水道関連）配水

管移設工事」の平成 22 年 3 月 25 日に工事変更理

由書において「隣接工事において本工区の流入先路

線が減工により未施工となったため、本工事で増工

する。」としている。  

「松代 6 号汚水幹線外工事、松代東条地区（下

水道関連）配水管移設工事」は競争入札であっ

たため、変更契約として対応したことにより、

原設計工費に対する原契約金額の割合が変更設

計工費に乗じられているため、競争入札におけ

る落札率を反映した結果となっている。  

 

(3) 犀南３号系汚水準幹線外工事 

（結果）  

○変更契約事務に関する契約規則と実務の不整

 合 

（報告書200ページ）

「契約の手引き」は内部的な手引きにすぎず、

その記載が契約規則の規定と対応していないこ

とは問題である。契約課から入手したデータ（建

設工事 100 万円以上）を集計した結果、たとえ

ば上下水道局の建設工事 235 件のうち 147 件、

60％以上について変更契約がなされ変更契約増

加額は 214 百万円であり、契約実務において契

約変更が多く行われていることが把握される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「契約規則」と「契約の手引き」の運用

的乖離については、契約課と打合せをした

結果、金額や設計概要及び工期等が明確に

判る書面である工事内容の「変更通知書」

が事実上の協議として、その通知書の通知

日から５日以内に変更契約を実施するこ

ととして改善を図った。 

 また、設計変更事務取扱要領の制定につ

いては、今後研究していく。 

（契約課・下水道建設課）

3,434,000

137,780,000
83.00%

20,200,000
100.00%
17.00%

松代表柴町下水道工事

166,000,000予定価格
本体工事工事名

契約金額（税抜）
落札率（Ａ）

本件の予定価格（Ｂ）
本件の落札率（Ｃ）
落札額の差（Ｄ）＝（Ｃ）-（Ａ）
影響額＝（Ｂ）×（Ｄ）
この計算においては端数調整はしていない。



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

   このような状況において、契約規則の規定と

実務の扱いとが乖離している現状を放置するの

は問題であるので、たとえば実務を考慮した設

計変更事務取扱要領を制定し、契約規則の定め

と「契約の手引き」で記載されている実際の設

計変更手続きが整合するようにする必要があ

る。 

 

(5) 川中島７号系汚水準幹線外工事 

（結果）  

○契約変更で対応すべきでなく別途競争入札す

べきもの 

（報告書203ページ）

「契約の手引き」の工事請負契約及び委託契

約の章に契約の変更について以下のように記載

されている。  

「契約の履行途中において契約の内容を変更し

なければならない事態が生じたときは、工事内

容の同一性を失わない範囲内において、 小限

度の変更をすることができる。」 

上記の変更は業務の客観的性質からの緊急性

があるわけではなく、単に、市内部の事務の事

情により安易に増工で対応したものである。透

明性、公平性を欠いており、別工事として競争

入札で対応すべきである。 

 

35．上下水道局下水道施設課 

(2) 豊野地区農集排処理施設保守管理業務委託  

（結果）  

○指名選定理由の記載誤り  

（報告書205ページ）

長野市は「長野市物品等供給契約の競争入札

参加者の資格、審査等に関する要綱」第４条で

札参加資格があると認める者（以下「有資格者」

という)を物品・製造等競争入札参加資格者名簿

（「有資格者名簿」という。）に登載するとき

は、あらかじめ当該有資格者について、一定の

事項を勘案して、物品等供給契約の種類ごとの

等級格付を行っている。等級格付はＡ、Ｂ及び

Ｃの３等級に区分して行っている。  

本件において指名選定理由の等級格付はＡ，

Ｂとしているが、C の業者が入札に参加し、落札

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別途競争入札については、経費節減を考

慮し別工事対応するよりも有利と判断し

た。別工事とした際、契約までに日数がか

かることと経費が割高になることから、急

な要望への対応については増工で対応せ

ざるをえないが、ケースバイケースで工事

費を比較検討し、割安な工事発注するよう

周知し改善を図った。 

（下水道建設課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指名選定理由の誤りについては、指摘事

項に記載されているように契約課の記載

ミスが原因であった。 

 今後、本指摘の等級格付けに限らず、業

務委託の参加資格条件の設定を下水道施

設課より依頼する場合は、業務委託計画

書、設定条件補助票等を十分活用し、条件

が契約課に間違いなく伝わるよう連絡を

密にしていくこととする。 

          （下水道施設課） 

 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

している。  

同７条における等級格付を行った場合におけ

る契約の種類ごとの各等級別発注標準となる予

定価格は、表1のとおりである。本件の予定価格

は2,919,000円（税込）であり、業務委託である

ので「その他の契約」に該当するため、Cの業者

も入札に参加できるのであるが、「指名請負人

選定調書」、及び「入札、見積 経過及び結果閲

覧用）」の指名選定理由がＡ、Ｂとなっている

ため、指名理由と矛盾する結果となっている。 

同様の契約で「鬼無里地区農集排処理施設保守

管理業務委託」（予定価格税込2,110,500円）で

も指名選定理由がＡ、Ｂとなっているにもかか

わらずＣの業者が入札に参加している。  

一方、「平成21年度 物品等供給契約に係る参

加希望型指名競争入札募集票」には入札参加資

格の記載がなく、募集に際しては等級格付は無

条件で募集がなされたと考えられるので問題は

ない。  

契約課の説明では記載ミスとのことであるが、

入札参加資格は重要事項であり「指名請負人選

定調書」及び「入札、見積 経過及び結果（閲覧

用）」の記載が事務的になされているならば問

題である。 

 

 

 

 

 

 

36．消防局通信指令課 

 （1）高機能消防指令情報システム保守委託 

（結果）  

○一式○○円の形の積算 

（報告書207ページ）

予定価格積算書には対象機器ごと 1 台当たり

の金額を記載してあるだけであるが、実際の保

守業務は定期保守や障害対応等の作業ごとに技

術者等が作業を行うことにより達成される。こ

のため、予定価格積算書の記載では実際の保守

作業等との整合性がなく、保守作業等の実態と

比較して積算価格が適切かどうか検証できな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高機能消防指令情報システム保守委託

の一式○○円の形の積算については、見積

もり時に一式というような形での積算で、

適切な単価か確認していなかったことが

原因であった。 

今後は、一式という形での見積もりは行

わず、対象機器ごとの積算を定期点検の 

区分 製造の請負 物件の買入れ その他の契約
Ａ 制限なし 制限なし 制限なし
Ｂ 1,000 万円未満 800 万円未満 1,000 万円未満
Ｃ 300 万円未満 200 万円未満 300 万円未満
Ｄ ― 20 万円未満 ―



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

い。予定価格積算書は保守作業等の実態と対比

できるように、現状の対象機器ごとの積算を定

期点検業務、障害対応等別に作業時間×単価の

形に展開して作成される必要がある。なお以下

に記載する 365 日、24 時間のオンコール保守の

部分については業者は実際の出動に関わらず出

動できる体制を整えておく必要があるため、単

価×作業時間の形で積算することは困難であ

る。この部分については業者が体制を維持する

ために必要になる特別の費用のうち、市が負担

すべき分を試算することで対応するのが適切な

対応であると思われる。  

 

○体制維持費用の金額把握 

（報告書209ページ）

オンコール保守に対応する部分について負担

している金額は大きいことが把握された。しか

しオンコール保守に対応する部分について、積

算根拠はおろか積算金額も提示されておらず、

現状の負担が必要かつ妥当のものなのかどうか

の検証を行わないまま、毎年契約を締結してい

る結果となっている。今後、以下の観点を参考

にして必要な資料の提示を受け、検証を行うこ

とが必要である。 

①24 時間オンコール保守コスト負担基準額の把

握  

24 時間オンコール保守のコスト負担（②のａ）

の基準となる金額は、24 時間オンコールの体制

を維持するために業者が特別に要している費用

（通常時間以外に24 時間対応のために待機する

社員の人件費等。ただし、当該社員がその時間

帯に他の通常業務を行っており、要請がある場

合にのみ対応する場合は、通常業務分は差し引

いて考える必要がある。）を、当該業者に24 時

間オンコール保守契約をしている依頼者数の合

計で除した金額になると考えられる。したがっ

て業者から24 時間オンコール保守の体制を維持

するために特別に要している費用内訳と24 時間

オンコール保守契約をしている依頼者数を確認

することが必要である。その上で、②のａ≦24 
 

 

 

業務、障害対応等別に作業時間×単価の

形で試算させて提示、また、業者が体制

を維持するために必要になる費用のう

ち、市が負担すべき分の試算の提示を求

め、適切な単価かどうか確認するように改

善する。 

（通信指令課）

 

 

 

 

 

 

 

 
オンコール保守に対応する部分につい

て、積算根拠、積算金額の提示をうけずに、

現状の負担の検証を行わないまま、毎年契

約を締結していたことが原因であった。業

務委託業者に保守費用内訳と契約をして

いる消防本部数、年間に想定されるオンコ

ール回数と積算における想定オンコール

回数の比較、また、必要に応じて、受付だ

け 24 時間対応する業務と実際に障害対応

を 24 時間行う業務の線引きを平成 23 年

４月 17 日に依頼した。 
今後は 24 時間オンコール保守の部分の

金額を明らかにして、この金額が妥当かど

うかの検証を行い、必要であれば値下げの

交渉を行う。 
（通信指令課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

時間オンコールの体制を維持するために業者が

特別に要している費用÷業者の24 時間オンコー

ル契約先数を満たしていることを確認し、金額

が超過している場合は契約金額の引き下げを行

うべきである。 
②年間に想定されるオンコール回数と積算に

おける想定オンコール回数を比較する。また、

必要に応じて、受付だけ24時間対応する業務と

実際に障害対応を24時間行う業務の線引きを行

い、費用対効果の観点から見直しを行う。  

平成21年度の随意契約理由にも記載されてい

るように、「高機能消防指令情報システム」は、

消防業務の基幹設備であり、障害が発生した場

合、通信指令業務に重大な支障を来すと共に、

市民の生命・身体及び財産に多大な影響を及ぼ

すことも考えられるため、障害発生時における

迅速な対応及び原因究明が不可欠である。この

ために必要な支出であれば惜しむべきではな

い。しかし重要だからと言って、保守委託仕様

書の内容と契約金額の根拠になる積算書の関係

が不明確なまま放置することは許されないの

で、365日24時間オンコール保守の部分の金額を

明らかにして、この金額が市が負担すべき金額

に照らして妥当かどうかの具体的な検証を行

い、必要であれば値下げの交渉を行う必要があ

る。  

 

(3) 高機能消防指令情報システム車両運用管理装

置 FOMA 回線化 

 

（結果1）  

○業者の見積りどおりの積算  

（報告書 215 ページ）

積算は端数値引き分を除き業者の見積りどお

りに行われている。担当課に確認したところ一

台につき一人の作業員が来たらしいとのことな

ので（作業報告書の提出がないので当該作業員

が別の分署等に移動して同じ日に複数の車両に

取り付けを行ったかどうかは不明。仕方ないの

で一台に取り付けるのに一人日要すると仮定す

る。仮に一日に一台以上の取り付け作業を行っ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高機能消防指令情報システム車両運用

管理装置 FOMA 回線化については、見積も

り時に一式というような形での積算で作

業日程、作業時間、作業人員等の確認を行

わずに、適切な単価を確認していなかった

ことが原因であった。 
同様の業務委託があった場合は、高機能

消防指令情報システム支援情報検索処理

装置端末更新業務委託と同様にハード面 



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（続き）

ている場合は、積算に使用される一台当たり単

価は一層低くなる必要があり、にもかかわらず

一台当たり51,000円の取り付け作業単価を付し

ているということは、作業員一日当たりの単価

を51,000円より高い金額で積算していることに

なる。）、作業員に対して一日当たり51,000円

の単価で積算していることになる。一日当たり

51,000円の単価は標準単価に比べて高すぎると

思われる。単価については当該業務にふさわし

い標準単価で積算すべきである。参考までに市

販の積算資料に記載されている札幌市のシステ

ム管理技術者2の1日当たりの標準単価を示す

と、1カ月160時間で計算して時間当たり、4006

円、一日当たり32,048円である。  

車両ソフトの変更と接続動作確認は1台当た

りの70,000円で積算されている。上記の札幌市

のシステム管理技術者の一日当たり標準単価で

計算すると一台当たり約2人日要している計算

になるが、一台当たりの車両ソフト変更と接続

動作確認に2人日も必要とは思えず、過大に積算

されている可能性がある。  

FOMA 変換アダプタ（ＵＭ02-KO ＋専用アダプ

タセット）についても、数量がまとまれば価格

は下がるはずで、本件の委託業者であればもっ

と安く購入できる可能性がある。そもそも FOMA

変換アダプタについては競争入札による調達も

検討されるべきで、少なくとも他社と見積り合

せは実施できたはずである。なお、FOMA 変換ア

ンテナは、調査の結果通信状態が悪く、通信が

途切れたりするので、特注品となっている。 

 

（結果2）  
○実績の把握検討 

（報告書216ページ）
業者からの作業報告書の提出を受けていな

い。作業実績に関して、今後必ず作業報告書
の提供を受け、積算と実績が整合しているか
どうか確認すべきである。 

 

 

とソフト面を分けて考えて、競争入札がで

きる部分にあっては、実施するように改善

したい。 
（通信指令課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業報告の提供は必ず行い、積算と実績

の整合性を図るように改善したい。 
（通信指令課）



措置の通知書 

 

平成 22 年度 包括外部監査分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

 

 （結果3） 
○一式○○円の形の積算 

（報告書216ページ）
予定価格積算書において、指令センター側

作業は一式の形で積算されているが、単価×人
 工の形で積算すべきである。 
 
 

 

(4）市町村合併に伴う高機能消防指令情報システ

ムデータ変更業務委託 

（結果）  

○一式○○円の形の積算 

（報告書217ページ）

予定価格積算書が 1 式の形で積算されており

積算金額の検討が出来ない状況である。事前に

単価等を検討するために、ＳＥ，ＰＧ等作業ご

とに区分（単価×人工）した見積りを入手して積

算すべきである。 

 

 

 

 

 

見積もり時には、一式という形での見積

もりは行わず、作業日程、作業時間、作業

人員の提示を求め、適切な単価かどうか確

認する。 
（通信指令課）

 
 
 
 
 
 

市町村合併に伴う高機能消防指令情報

システムデータ変更業務委託については

見積もり時に一式というような形での積

算で作業日程、作業時間、作業人員等の確

認を行わずに、適切な単価か確認していな

かったことが原因であった。 
今後、同様の業務委託があった場合、一

式という形での見積もりは行わず、作業日

程、作業時間、作業人員の提示を求め、適

切な単価かどうか確認するように改善し

たい。 
（通信指令課）
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